
　民主、自民、公明による社会保障・税一体改革の
修正協議が６月１５日に決着。２０日には、３党で今後
の社会保障制度改革の基本方針を示した「社会保障
制度改革推進法案」を議員立法で国会に共同提出。
２６日には、同法案を含む関連８法案が衆議院で可決、
参議院に送られた。参議院での審議は７月１１日から
始まり、延長された９月８日までの今国会での成立
が目論まれている。
　また、一般病床の機能分化に関する整理案が社会
保障審議会・医療部会で了承された。各医療機関が
病床の医療機能を自主的に選択し、都道府県に報告
する「報告制度」を導入するのが柱で、検討されて
いた「登録制」は日医の反発で見送られた。今後は
厚生労働省内で医療法改正案の作成作業を詰めてい
くことになる。

一体改一体改革革
一体改革関連法案が衆院通過／消費増税や国
民会議設置など
　今後の社会保障制度改革の基本方針を示した社会
保障制度改革推進法案や消費税率引き上げ法案な
ど、社会保障・税一体改革の関連法案が６月２６日、
衆院本会議で採決され、民主、自民、公明などの賛
成多数で可決した。参院での審議を経て９月８日ま
での延長が決まった今国会での成立を目指す。
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今月の主な動き

※太字は一般参加の行事、詳細は後掲３８～３９ページ
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※「ルームＡ、Ｂ、Ｃ」、「応接室」及び「アミス」は京都府保険医協会事務所内の会議室の名称です。

場　　所開始時間行　　　事
ルームＡ午後２時保険審査通信検討委員会３日金
ルームＡ午後２時療法士会との懇談会４日土

午後２時各部会７日火
アミス午後２時建築士との相談日８日水
ルームＣ午後１時ファイナンシャルプランナー相談日

１４日火
ルームＢ午後２時雇用管理相談日

終日事務局休務日１５日水
終日事務局休務日１６日木

ルームＡ・Ｂ・Ｃ午後２時金融共済委員会
２２日水

アミス午後２時税理士との相談日
ルームＢ午後２時法律相談室

２３日木 アミス午後２時３０分出版編集会議
ルームＡ午後２時３０分医事担当者連絡会議
京都ホテルオークラ午後４時３０分産婦人科診療内容向上会２５日土
協会応接室午後２時保険講習会A

３０日木
ルームＡ・Ｂ・Ｃ午後２時中級従業員研修会

8
月
の
保
険
医
協
会
の
行
事
予
定

場　　所開始時間行　　　事

ルームＡ・Ｂ・Ｃ午後２時新規開業予定者のための講習会９月９日日

今
後
の
予
定



　衆院を通過した関連法案は計８本。社会保障制度
改革推進法案は、内閣に「社会保障制度改革国民会
議（国民会議）」を設置し、今後の高齢者医療制度を
議論するなどの内容。消費税関連は２法案で、２０１４
年４月に消費税率を８％に、１５年１０月に１０％へ引き
上げる。ほかに年金関連２法案、子ども・子育て関
連３法案が通過した。
　これら８法案は、午前の衆院「社会保障と税の一
体改革に関する特別委員会」で賛成多数で可決され
た。１００時間超の審議をした同委員会で委員を務めた
民主党の柚木道義氏（医療・介護ワーキングチーム
座長）は、本会議での可決後、「今日は通過点。高齢
者医療制度や低所得者対策、景気対策などを参院の
採決までに同時進行で進めることで国民の理解が高
まるだろう。医療や介護を含めた社会保障の全体像
を示すことが重要」と指摘。消費増税に関しては
「医療機関の損税についても、厚生労働省内で始まっ
た議論を踏まえつつ党内議論を深めていく必要があ
る」と話した。
●党内から造反者が続出
　一方、採決では、民主党内からも反対票を投じる
議員が多く出た。社会保障制度改革推進法案は賛成
３７８票、反対８４票で可決されたが、小沢一郎元代表の
ほか、牧義夫前厚生労働副大臣、三宅雪子氏らが反
対した。
　消費税法改正案は賛成３６３票、反対９６票で可決さ
れ、小沢氏、牧氏、三宅氏のほか、鳩山由紀夫元首
相、初鹿明博氏（障がい者ワーキングチーム事務局
長）、福田衣里子氏（薬事法小委員会事務局次長）ら
が反対票を投じた。
　野田佳彦首相は法案の本会議可決後に記者会見し
「気を引き締めて、今まで以上に緊張感を持って参院
での審議に臨み、なんとしても今国会中に成立をさ
せたい」と決意表明した。造反者が出たことについ
ては「極めて残念な結果。（輿石東）幹事長とよく相
談をしながら、党内のルールにのっとって厳正に対
応したい」と述べた。（６/２７MEDIFAXより）

社会保障制度改革推進法案を提出／民主・自
民・公明３党共同
　民主、自民、公明３党は６月２０日、今後の社会保
障制度改革の基本方針を示した「社会保障制度改革
推進法案」（後掲P.２８）を議員立法で国会に共同提出
した。
　推進法案は社会保障・税一体改革関連の３党修正

協議で合意した内容で、社会保障制度改革に向けて
審議する「社会保障制度改革国民会議（国民会議）」を
内閣に設置すると明記した。推進法の施行後１年以
内に、国民会議での審議結果を踏まえ、改革に必要
な法制上の措置を講ずる。国民会議の設置期限も、
推進法の施行日から１年以内の範囲に限定した。委
員は２０人以内で、国会議員も参加できる。
●社会保障の主要財源に消費税
　推進法案は、安定した財源を確保しつつ受益と負
担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を
図ることを目的に、改革の基本的な考え方を定めた。
社会保障に使う費用の主要財源には、消費税を充て
ると記載した。
　医療保険制度の関連では、皆保険の維持とともに、
医療従事者・医療施設の確保と有効活用を図ること
で必要な医療を確保するとした。予防や早期発見の
促進も盛り込んだ。今後の高齢者医療制度について
は、現在の状況も踏まえ、必要に応じて国民会議で
検討し、結論を得る。介護保険制度については、介
護サービスの効率化・重点化を図る。
　生活保護制度についても言及し、不正な手段で保
護を受けた者への厳格な対処や、生活扶助・医療扶
助の給付水準適正化などの見直しを図るとした。
　推進法は公布日に施行する。法案提出者は、長妻
昭、柚木道義、白石洋一（民主）、鴨下一郎、加藤勝
信（自民）、西博義（公明）の６議員。
（６/２２MEDIFAXより）

急性急性期期
医療部会、機能分化「報告制」を了承／医療
法改正案作成へ
　社会保障審議会・医療部会は６月２８日、「急性期医
療に関する作業グループ」がまとめた一般病床の機
能分化に関する「整理案」（後掲P.３３）を原案のまま
了承した。各医療機関が病床の医療機能を自主的に
選択し、都道府県に報告する「報告制度」を導入す
るのが柱。社保審の全体会合には諮らないため、こ
の議論はこれで終了。今後は厚生労働省内で医療法
改正案の作成作業を詰めていくことになる。
　一般病床の機能区分を推進する仕組みとして「医
療機能情報提供制度」を活用する。報告された内容
を基に、都道府県は地域の医療機関が担っている医
療機能の現状を把握する。厚労省は、都道府県が医
療計画を練るためのガイドラインを策定し、２０１８年
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度から始まる５年間の医療計画に反映していく方
針。
　厚労省は、医療法人合併後の「持ち分」の取り扱
いについても説明した。持ち分のある医療法人同士
が合併し、新たに法人を設立するケースをめぐって
混乱が起きていたことから、状況を整理した。５月
３１日付で発出した医政局長・指導課長通知と同じ内
容。
　▽持ち分あり同士が合併し、新たに医療法人を設
立▽持ち分なし同士で合併▽合併前の医療法人のい
ずれかが持ち分なし―の３パターンでは、合併後の
医療法人は「持ち分なし」になる。ただし、持ち分
ありの法人が、同規模で持ち分ありの法人を吸収合
併した場合は、法的には持ち分ありのまま存続でき
る。
　このほか「チーム医療の推進」の検討状況も示し、
審議が続いている「看護師特定能力認証制度」案の
進展具合を報告した。意見がまとまり次第、医療部
会に報告する予定。
●法案提出時期に政局も影響
　医療法改正案の肝だった一般病床の機能区分に向
けた方策がまとまったことから、今後、改正案の作
成作業が大詰めに入る。政府関係者によると、９月
８日まで延長された今通常国会に医療法改正案を提
出するのは事実上、困難な情勢だ。すでに国会提出
されている法案の審議が会期延長の理由だからだと
いう。
　医療法改正案の提出時期は、政局の影響もあり、
見通しが難しくなっている。通常国会が閉じた後に
臨時国会が開かれる可能性があるほか、衆院が解散
し特別国会が開かれる可能性もあり、会期の見通し
が立たない。
　医政局は「できるだけ速やかに医療法改正案をま
とめ、国会提出したい」と述べるにとどめた。
（６/２９MEDIFAXより）

適正化計適正化計画画
時間軸異なるも一体改革とは連動／第２期医
療費適正化計画
　厚生労働省保険局総務課は、２０１３年度から始まる
第２期医療費適正化計画と社会保障・税一体改革の
連動について、「５カ年計画」の医療費適正化計画と
「中長期計画」である一体改革とでは時間軸が異なる
ため、必ずしも一致しない可能性があると説明した。

ただ、双方は連動しており目指している方向性は同
一であるとの認識も示した。一体改革の方向性との
調整については、全国医療費適正化計画（全国計画）
を策定した段階での検討を示唆した。６月２１日の社
会保障審議会・医療保険部会（部会長＝遠藤久夫・
学習院大教授）で白川修二委員（健保連専務理事）
の質問に答えた。
　全国計画は都道府県の医療費適正化計画（都道府
県計画）を集計した上で１２年度中に策定する。現行
の第１期計画では平均在院日数を１２年度の全国平均
で２９.８日とする政策目標を掲げたが、第２期計画で
は厚労省が一律の目標を示すことをやめ、都道府県
の目標も任意記載となった。ただ、都道府県での平
均在院日数の目標設定に役立つよう、厚労省は医療
費の動向（メディアス）や患者調査などのデータを
活用した平均在院日数推計ツールを都道府県に提供
する方針だ。
　鈴木建一・医療費適正化対策推進室長は、都道府
県が地域の実情を踏まえて設定した目標とかけ離れ
た数値目標を、国が別途定めることは適切ではない
とした上で、「都道府県の主体性を尊重しながら全体
として医療費適正化の推進に努力したい」と述べた。
●在院日数減で４４００億円の削減効果
　木下賢志・総務課長も一体改革との連動について
説明。一体改革の重点化・効率化の具体的な取り組
みで、高度急性期の病床数が現在の３３万床（１０年現
在の７対１入院基本料病床数）から２５年に１８万床と
なるなどの機能分化が進んだ場合、１５年度の時点で
は平均在院日数の減少などにより４４００億円の削減効
果を想定していると説明した。医療費適正化計画や
医療計画は一体改革とも連動しているとして「病床
数の適正化が進めば、大体そのくらいのシナリオが
描けるだろうと想定している」と述べ、一連の政策
が目指す方向性は一致しているとの見方を強調し
た。（６/２２MEDIFAXより）

「一律目標なし」に保険者ら懸念／適正化計
画、医療側は一定評価
　２０１３年度から始まる次期医療費適正化計画をめぐ
り、国が各都道府県に示す「基本方針」を詰める議
論が佳境に入った。厚生労働省保険局は６月２１日の
社会保障審議会・医療保険部会に、現段階での基本
方針改正案を提示。地域主権改革によって計画策定
に対する都道府県の裁量権が増したことから、適正
化に向けて参考にできる考え方や「推計ツール」は
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示すものの、一律の目標は示さないとした。医療関
係団体の委員からは評価する意見も出たが、保険者
側の委員からは「国としての強い意志が感じられな
い」と医療費適正化の勢いが弱まることを懸念する
声が上がった。
　厚労省は、同部会や都道府県の意見を踏まえて基
本方針改正案の内容を詰め、１２年夏の同部会にあら
ためて示す予定だ。
　０８－１２年度の第１期で示した現行の基本方針で
は、医療費推計とともに特定健診・特定保健指導の
実施率や療養病床削減、平均在院日数短縮の目標な
どを適正化計画に盛り込むことを定めている。ただ、
１１年８月に成立した「地域の自主性及び自立性を高
めるための改革の推進を図るための関係法律の整備
に関する法律」によって、医療費推計以外の項目は
都道府県の任意記載事項となった。このため厚労省
は一律の目標は示さず、平均在院日数の推計に活用
できる推計ツールなどを提示する方針。厚労省によ
ると推計ツールとは、一般・療養病床などの見込み
数や特定健診実施率の目標値などから平均在院日数
の短縮効果を推計できる計算式。
　こうした厚労省の方針に対し保険者側の委員から
は異議が噴出。白川修二委員（健保連専務理事）は、
医療費の増加が続けば医療保険と国の財政を維持で
きないと危機感を表明し、数値目標や具体的な施策
を示して医療費適正化を推進していく必要性を訴え
た。基本方針改正案については「国としての強い意
志が感じられないというのが非常に残念」と述べた。
小林剛委員（全国健康保険協会理事長）も「危機感
が希薄と言わざるを得ない」と述べ、医療費適正化
の方策を国として明確に示すよう修正を求めた。
　一方、医療関係団体の委員からは、厚労省が機械
的に設定した療養病床数のみを目標とする考えには
立たない方針を示したことに、一定の評価の声が上
がった。武久洋三委員（日本慢性期医療協会長）は「療
養病床さえ減らせば医療費は適正化されるというば
かげたベクトルで動いてきたのが訂正されたこと
は、大きなエポックメーキング」と指摘。急性期病
床に慢性期の患者が混在している状況を是正すれば
医療費適正化につながるとした。鈴木邦彦委員（日
本医師会常任理事）も療養病床の削減目標が外れた
ことを評価した上で、推計ツールの配布によって都
道府県の自主性が薄まらないよう配慮を求めた。
（６/２２MEDIFAXより）

中医中医協協
「著しく高額」など原則提示／費用対効果専
門部会
　厚生労働省保険局医療課は６月２７日の中医協・費
用対効果評価専門部会（部会長＝関原健夫・日本対
がん協会常務理事）で、費用対効果評価の導入を検
討する「医療技術」の対象範囲について基本原則を
示した。▽希少疾病に対する医療技術は対象除外▽
代替性がない医療技術は対象除外▽代替性がある医
療技術と比較して著しく高額である―とする方針。
また、原則には出席委員の提案を受けて「有効性・
安全性が確立された医療技術である」ことも盛り込
む考えも示した。費用対効果評価の結果だけで、保
険収載や償還価格を判定・評価することはないとい
う原則も示した。
　医療課は費用対効果評価の導入に向けた部会での
検討について、関係者の理解を得られる制度設計・
運営を前提にする考えを強調。議論を踏まえ、７月
中に開催する次回会合（第３回）をめどに「対象技
術」「評価結果の活用」の原則といった制度の基本的
な考え方を部会で確認し、続く第４回・第５回会合
で「評価手法（費用の範囲、効果指標など）」「評価
の活用方法（保険収載や価格への評価の反映）」とい
った運用手法について議論して１２年秋ごろに部会の
考えを整理したいと提案した。
　運用手法の検討では、先進医療専門家会議が費用
対効果の視点で検討が必要と指摘している「粒子線
治療」を具体的な技術例として取り上げる考えを示
した。粒子線治療を取り上げて議論を整理すること
に対し、出席委員からは「導入ありき」の議論にな
りかねないという懸念が示されたが、医療課は当面
の検討は２０１４年度診療報酬改定での試行的導入が前
提ではないと説明し、理解を求めた。
　また医療課は、原則や運用手法について部会が合
意した後の、対象技術の選定や試行的導入への流れ
についても提案した。診療報酬については基本問題
小委員会で、薬価は薬価専門部会で、保険医療材料
価格は保険医療材料専門部会で、それぞれ対象とな
る医療技術の選定ルールを整理する。ルールに沿っ
て選定した個別技術の評価は、医療技術評価分科会
（診療報酬）、薬価算定組織（薬価）、保険医療材料専
門組織（医療材料）でそれぞれ実施する方向性を示
した。
●鈴木委員「費用対効果は時期尚早」
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　部会では鈴木邦彦委員（日本医師会常任理事）が、
費用対効果評価の議論について「そもそも時期尚早
だ」と述べた。鈴木委員は費用対効果の評価対象と
なる技術は有効性が確立されたものであるべきだと
主張。新制度の基本的な考え方は粒子線治療の検討
だけでなく、他の医療技術についても検討した上で
整理すべきとの考えを示した。
（６/２８MEDIFAXより）

中医協診療側委員ら、異例の処遇改善要望／
国立大給与削減問題
　国立大学法人職員の給与削減問題で、中医協の診
療側委員７人と専門委員２人は６月２７日、厚生労働
省内で会見し、病院勤務医などの職員給与について
工夫しながら処遇改善の手当てをするよう、国立大
学法人の学長・医学部長・付属病院長に要望書を送
付したことを明らかにした。診療側委員らは６月２７
日付で平野博文文部科学相と小宮山洋子厚生労働相
に対しても要望書を送付し、国立大学病院の医療職
員への配慮を求めた。
　独立行政法人や国立大学法人などの職員給与をめ
ぐっては、国家公務員の給与削減にならって平均約
７.８％を削減し、給与削減相当分を運営費交付金から
減額する方針を政府が示している。
　会見で安達秀樹委員（京都府医師会副会長）は、
中医協委員による政府への要望提出は“内政干渉”
になるとの内部意見もあったと明かした上で、国家
公務員の給与を削減する特例法そのものが異例であ
るため要望に至ったと説明した。
　会見では委員らが「２年間の給与削減となったら、
病院を維持できないのではないか」「給与削減は、中
医協で時間をかけた議論の結果とは相いれない」「給
与が下がると看護職員の離職が懸念される」「大学病
院の医師は医療職として扱われず、研究者や教職員
と変わらぬ給与体系であることも問題だ」と意見を
述べた。中でも嘉山孝正委員（全国医学部長病院長
会議相談役）は「４２の国立大学病院の大部分が７月
から給与削減を実行する」と述べ、怒りをあらわに
した。（６/２８MEDIFAXより）

反省含め真摯に議論したい／消費税分科会で
日医・今村副会長
　日本医師会の今村聡副会長は６月２０日、委員とし
て出席した中医協・消費税分科会で、消費税導入時
に医師会として強く非課税を主張した経緯があった

と聞いているとし「一定の責任があると思っている」
と述べた。その上で「消費税の仕組みやゼロ税率と
非課税の違いがよく分からない中で、患者に税負担
を負わせないんだということを強く配慮して主張し
たと理解している」とした。
　「今後、税率が上がっていく中で、複雑な仕組みの
まま、弥縫策のような形で進めることは本当によく
ないのではないか」とも指摘。「真摯に議論させてい
ただければと、反省も含めて申し上げたい」と述べ
た。（６/２１MEDIFAXより）

診療報酬で手当て、各側から「不透明」／中
医協・消費税分科会が初会合
　中医協の「医療機関等における消費税負担に関す
る分科会」は６月２０日、初会合を開き、消費税負担
の対応策について検討を開始した。専門チームを設
置して負担の実態調査を行い、２０１４年４月に消費税
が８％へ引き上がる際の診療報酬での対応などを検
討する。初回は、消費税負担を診療報酬で手当てし
ている現行の仕組みに対し、診療側と支払い側の双
方の委員から「不透明な形になっている」と問題視
する声が上がった。
　事務局の厚生労働省保険局は分科会に、今後の検
討スケジュール案を示した。実態調査については、
調査専門チームを設置した上で調査事項や調査設計
を固め、１２年度後半に一定の集計を実施。消費税導
入時と改定時に実施した過去の対応に関する検証も
行う。１２年度後半には議論の中間整理を行い、１３年
度中に８％への引き上げ時の対応を取りまとめる。
　今村聡委員（日本医師会副会長）は、保険診療を
非課税とする一方で、医療機関の消費税負担を診療
報酬で手当てしている現行の仕組みについて「診療
報酬の中で対応するということは、結局はその分を
患者が負担している。負担を減らすという本来の意
味とは全く違っている」と指摘。手当ての仕方も、
現状では患者や国民、医療提供者に理解できない仕
組みになっていると問題意識を示した。
　白川修二委員（健保連専務理事）も今村委員に同
意し「消費税相当分を国民に診療報酬で払わせると
いう仕組みがあること自体が非常に問題と個人的に
は思っている」と指摘。今後のあるべき対応策につ
いて意見集約を図る必要があるとの認識を示した。
　診療報酬による手当てについては西澤寛俊委員
（全日本病院協会長）も「根底から見直す時期に来て
いるという気がする」と指摘。早急に過去の検証と
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実態調査を進める必要があるとした。
　ただ、関原健夫委員（日本対がん協会常務理事）
は、税制の在り方自体に関わる根本的な議論を行う
ことについて「このタイムスパンの中で、本当にそ
こまでできるのか」と指摘。一定期間に結論をまと
めることを念頭に現実的な議論を進めるべきとし
た。
　分科会長には田中滋委員（慶応大大学院教授）を
選出した。（６/２１MEDIFAXより）

「入院基本料算定できない恐れも」／中医協・
鈴木委員
　基本診療料の在り方を検討する中医協・診療報酬
基本問題小委員会で６月６日、鈴木邦彦委員（日本
医師会常任理事）は、４月以降の管理栄養士の離職
などによって栄養管理体制の基準を満たせなくなっ
た有床診療所では入院基本料を算定できなくなる可
能性があると指摘し、３月３１日時点で「栄養管理実
施加算」を届け出ていた有床診が入院基本料を算定
できなくなったり、診療報酬を減額されたりしない
よう２年間の経過措置を行うよう厚生労働省に求め
た。
　保険局医療課の鈴木康裕課長は、基準を満たせな
くなった場合についても届け出により３カ月間の猶
予期間を設けていることなどを説明。４月に把握し
た段階では、基準を満たせずに算定不可になった有
床診は存在しなかったとも述べた。医療課は４月２０
日付の疑義解釈（事務連絡）で、基準を満たさない
医療機関の実態を早急に把握し、さらなる対応が必
要かどうかを検討しているとしている。
（６/７MEDIFAXより）

中医協小委、コスト調査の是非で平行線／次
回、各側が見解提示
　基本診療料のコスト調査をめぐって診療側と支払
い側で見解が異なる状況が続いている。６月６日の
中医協・診療報酬基本問題小委員会でも、実施を求
める診療側委員と「目的が分からない」と拒む支払
い側委員が対立。次回の小委までに、各側が基本診
療料に関して何をどのような目的で検討する必要が
あるのか、基本的な考え方を示すことになった。
　コスト調査をめぐっては、診療側が「根拠に基づ
く改定」を主張し、調査の実施を求めてきた。しか
し、中医協コスト調査分科会は２０１１年５月、中医協
総会に対し「入院基本料が想定するサービスの内容

が不明確で、その中に含まれるコストを適切かつ有
効に調査することは極めて難しい」と報告した経緯
がある。（６/７MEDIFAXより）

長期品薬価の議論開始、後発品との価格差要
因が焦点／中医協
　中医協の薬価専門部会（部会長＝西村万里子明治
学院大教授）は６月６日開かれ、長期収載品の薬価
の在り方について議論を始めた。長期収載品と後発
医薬品で薬価差が生じる価格差要因などについて検
証し、妥当かどうかを議論する。１２年秋から冬に中
間まとめを行い、見直しが必要な場合は２０１４年度薬
価制度改革に反映させる。
　長期収載品の薬価については、１２年度診療報酬改
定をめぐる１１年末の大臣折衝の過程で、財務省が後
発品薬価を目指して大幅に引き下げるよう要求。反
対する厚労省との間で意見がまとまらず、「薬価の在
り方について検討を進める」ことで合意にこぎ着け
た経緯がある。中医協のこれまでの議論でも診療・
支払い両側から、長期収載品の薬価を後発品並みに
引き下げることが可能かどうか、議論を求める意見
が出ていた。（６/８MEDIFAXより）

規制改規制改革革
規制制度改革案に医療機器・ワクチン／岡田
副総理
　岡田克也副総理（一体改革担当相）は７月３日の
定例会見で、行政刷新会議が取りまとめた規制・制
度改革案の内容に医療分野が盛り込まれていること
を明らかにした。▽航空▽医療機器▽ワクチン―な
どの分野が盛り込まれているという。岡田副総理は
「来週にも閣議決定したい」との見通しを示した。
　医療機器の規制改革では、薬事法の内容を改めて
医療機器の章を新設し、医薬品とは別立てにする。
現行の薬事法では、医療機器と医薬品を同じ規制で
縛っている。岡田副総理は「薬と医療機器など、中
身が違えば規制の対応も違ってくるべき」と指摘。
また、日本は伝統的に医療機器分野に強みを持って
いるものの、現行の薬事法がイノベーション促進の
妨げになっているとの認識も示し、規制改革によっ
て日本の国際競争力を高めていきたい考えを示し
た。承認審査では、民間機関の活用拡大を検討して
いるという。また、ワクチンの規制改革では、定期
接種の対象範囲拡大を盛り込む。岡田副総理は「欧
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米各国で一般的に入手可能なワクチンを、日本でも
迅速に低負担で使えるよう環境整備を進めたい」と
述べた。（７/４MEDIFAXより）

医療情医療情報報
医療機関ホームページで初の指針／厚労省検
討会が最終案
　厚生労働省の「医療情報の提供のあり方等に関す
る検討会」は６月２９日、「医療機関のホームページの
内容の適切なあり方に関する指針」の最終案を取り
まとめた。医療機関がホームページを作成する際の
規範を定めた初めての指針であり、各医療機関に自
主的な取り組みを促す。違反者に対する罰則規定は
ない。
　厚労省はすでに示していた指針の骨格に肉付け
し、成文化したものを検討会に提示。おおむね了承
を得た。今後、事務局で内容を微修正した後、７月
半ばからパブリックコメントを募集する。早ければ
８月にも都道府県・団体宛てに医政局長通知を出す。
厚労省は指針公表後も記載事例を収集し、検討会で
議論する考えだ。
　指針では、患者保護の観点から「ホームページに
掲載すべきでない事項」をまとめた。▽掲載内容が
虚偽、客観的事実を証明できない▽他との比較で自
らの優良性を示そうとしている▽内容が誇大、医療
機関に都合の良い情報などを過度に強調している▽
早急な受診を過度にあおる表現や費用を過度に強調
している▽科学的根拠が乏しい情報に基づき、患者
の不安を過度にあおり、受診や治療を不当に誘引し
ている▽公序良俗に反する▽医療法以外の法令で禁
止されている―といった内容は不適切と判断され
る。
●「日本有数の実績」「県内一の医師数」などはＮＧ
　具体例を挙げると、治療後に定期的な処置が必要
にもかかわらず「一日で全ての治療が終了する」な
どと掲載した場合には「虚偽」に当たり不適切とな
る。「この治療では日本有数の実績」「県内一の医師
数」という記載も「自らの優良性を示す表現」に該
当し認められない。「知事の許可を取得した病院」な
どという記載は「ことさらに強調した内容」となり
不適切。意図的に古い情報で「医師数」を掲載する
場合も「誇大」に当たる。都道府県などが認めてい
ないにもかかわらず、医療機関の名称で「○○セン
ター」と名乗ることもできない。「治療キャンペーン

実施中」「治療費５０％ｏｆｆ」などといった記載は
「費用の過度な強調」に当たり不適切。また、「この
症状が出ていれば命に関わるので、すぐに受診を」
などと呼び掛けることも「患者の不安を過度にあお
る」と見なされる。
　一方、患者に正確な情報を提供し、受診施設の選
択を支援する観点から、治療内容や費用、治療のリ
スクなど「ホームページに掲載すべき事項」もまと
めた。治療内容や費用が医療機関ごとに異なる自由
診療が該当する。料金トラブルなどを回避するため
に治療内容や平均的な費用、治療期間や回数を掲載
し、患者に十分な情報を提供するよう求める。平均
的な費用が明確でない場合には、治療の最低額から
最高額までの範囲を示すなど工夫し、可能な限り分
かりやすく表示するよう求めている。
（７/２MEDIFAXより）

在宅医在宅医療療
本格的な在宅医療、できるのは日本だけ／唐
澤審議官
　厚生労働省の唐澤剛審議官は６月２７日、東京都内
で開かれた地域医療福祉情報連携協議会で講演し、
「日本の在宅医療はかなり普及する可能性がある。本
格的な在宅医療を展開できるのは世界中で日本だけ
かもしれない」と期待感を示した。在宅介護は海外
でも行われているが、在宅医療については日本の診
療所が設備と技術の両面で抜きんでており「世界的
に見ても例がないほど高水準だ」と指摘した。
　さらに唐澤審議官は、今後、在宅での医療と介護
の情報連携が重要になると指摘。「医療と介護を同時
にサービス提供している施設は情報連携できると思
うが、医療と介護をどちらかだけ提供している施設
は連携がまだうまくいっていない。ここをどうする
かが今後の課題だ」と述べた。
　その上で、医療・介護関係者で「顔の見える関係」
をつくることが大切だと指摘。急性期、亜急性期、
リハビリ、慢性期、診療所、訪問看護・介護サービ
スも含めて、情報基盤の上に「信頼感」を構築して
おくことが必要だと述べた。（６/２８MEDIFAXより）

地域支援病院、在宅医療は「必須でない」／
厚労省が整理
　厚生労働省は地域医療支援病院と在宅療養支援病
院・診療所の機能を整理した。地域医療支援病院が
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自ら在宅医療を提供することは必須ではなく、地域
の医療機関で対応困難な重症例を受け入れる役割が
あるとした。６月２９日の「特定機能病院及び地域医
療支援病院のあり方検討会」（座長＝遠藤久夫・学習
院大教授）へ提示した。
　さらに厚労省は、医療法では在宅医療推進に関す
る支援として▽在宅医療提供事業者の連携緊密化へ
の支援▽患者・地域医療提供施設への在宅医療提供
事業者に関する情報提供―などが例示されていると
も指摘した。（７/２MEDIFAXより）

難病対難病対策策
難病対策、希少性が議論の焦点に／厚労省・
難病対策委員会
　法制化も視野に難病対策の見直しを進めている厚
生労働省の厚生科学審議会・疾病対策部会難病対策
委員会（委員長＝金澤一郎・国際医療福祉大大学院
長）は７月３日、難病対策を進める疾病の定義や医
療費助成の在り方などについて議論した。疾病の希
少性を難病対策の要件にすべきか否かが議論の焦点
になったが、結論を得るまでには至らなかった。８
月の中間取りまとめに向け、次回も議論を継続する。
（７/４MEDIFAXより）

子ども医子ども医療療
国庫負担減額「廃止は慎重な検討」／子ども
無料化で政府答弁書
　子どもの窓口負担を軽減・無料化している市町村
に対する国庫負担金の調整措置は減額措置であり財
政力の弱い自治体に対しては廃止すべき、との質問
主意書に対し、政府は６月２９日に閣議決定した答弁
書で、廃止は慎重な検討が必要との見解を示した。
　公明党の横山信一参院議員は、国は国庫負担金の
減額措置を行っているとして「財政力の弱い自治体
にとっては厳しい国保財政をさらに圧迫するだけで
なく、地域主権の理念に反し、少子化対策、子育て
支援の流れに逆行する懸念がある」と指摘。財政力
の弱い自治体に対しては廃止すべきとして、政府の
見解を求めた。
　政府は答弁書で、市町村が子どもの窓口負担の軽
減を行う場合、一般的には医療給付費が増え、国庫
負担金の額も増加することになると説明。「限られた
財源を公平に配分する」との観点から、負担軽減を

行う場合と行わない場合とで市町村に交付する国庫
負担金などの額が同等になるよう調整措置を講じる
ことになっているとした。（７/３MEDIFAXより）

後発後発品品
後発品義務化提案に「不安未解消で難しい」
／厚労省版仕分け
　厚生労働省版提言型政策仕分けは６月２９日、２０１２
年度末までに数量ベースで３０％以上という政府目標
の到達が危ぶまれている後発医薬品の使用促進策を
取り上げ、これまでの進展状況を検証した。提言す
る側の構成員からは、後発品の使用を義務化しては
どうかとの投げ掛けがあったが、厚労省は品質に対
する不安が全て解消されていない段階での義務化は
難しいとの認識を示した。
　省内の事業仕分け室が提示した後発品使用促進策
の論点は２つ。１つ目は患者や医療関係者の一部に
ある後発品に対する不安の解消、２つ目は後発品の
信頼性向上のための安定供給体制の強化。事業仕分
け室は、都道府県単位で設置が進む後発品使用促進
協議会を市町村や保健所単位で設けることや、安定
供給が不十分な後発品企業に対する指導強化を要請
した。（７/３MEDIFAXより）

病院外病院外来来
負担軽減策の「外来縮小」、対象拡大を示唆／
迫井企画官
　厚生労働省保険局医療課の迫井正深企画官は６月
２９日、東京都内で講演し、大規模病院の外来縮小を
推進したいとする考えを示した。病院勤務医の負担
軽減が要件となっている入院基本料等加算など１５の
診療報酬項目を算定する場合、特定機能病院と５００床
以上の病院では「外来縮小の検討」が必須化されて
おり、必須化の対象病院を拡大する方向性を示した。
　厚労省は２０１２年度改定で、勤務医負担軽減と処遇
改善を目的とした診療報酬項目を７項目追加し１５項
目に拡大した。各加算を算定するための要件として
改定前は「医師・看護師などの業務分担」「医療事務
作業補助体制」などの項目を、負担軽減のための計
画で任意で示せばよかったが、改定後は「医師・看
護師などの役割分担」を必須に、「外来縮小の取り組
み」「交代勤務制の導入」も一部病院で必須となった。
（７/２MEDIFAXより）
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医介連医介連携携
医療と介護の連携、市町村の関与が必要／厚
労省版仕分け
　厚生労働省は６月２９日、有識者が同省の施策につ
いて検証に基づく提言を行う「提言型政策仕分け」
で「医療と介護の連携」を取り上げた。厚労省は医
療と介護の連携が進まない要因として、後期高齢者
の医療保険と介護保険で保険者の主体が異なること
を挙げ、連携を円滑に行うため、市町村が利害関係
者間の調整に積極的に関与する必要性を指摘。また、
医政局の「在宅医療連携拠点事業」で多職種協働に
よる在宅医療の支援体制を構築するためのモデル事
業として実施している取り組みを制度化することも
必要との考えを示した。
　有識者からは、厚労省内に医療と介護の連携を担
当する「連携室」などの専門部署を新たに設置する
ことや、家族による介護について国民的な議論を求
める意見などが上がった。
　連携担当の部署について医政局の大谷泰夫局長
は、「在宅医療と介護の推進が２０１２年度の政策の柱と
いうことで、保険局、老健局、医薬食品局など関連
部局全てが集まって議論した」と述べ、省内で必要
な連携は取れていることを強調。その上で「（厚労省）
全てに関わりがある。関係部局が緊密に連携を取り
ながら、足らざるところは埋めていくというように
進めていければと思っている」とし、今後さらに、
省内の連携強化を図ることで対応する考えを示し
た。
　老健局の宮島俊彦局長は家族による介護に関連
し、「介護保険創設時、家族介護に現金給付をしては
どうかという大きな議論があった。その上でそうは
ならなかった」と説明。ただ、「現金給付するかどう
かは別にして、レスパイトケア（の拡充）も含め、
家族介護の社会的評価について議論する時期に来て
いると思う」と述べたほか、認知症の独居高齢者な
どを含め、介護保険サービスだけでは十分に対応で
きないケースがあることへの問題意識も示した。
　医学教育に在宅医療の方法論を取り入れることも
必要とする意見なども出た。今回の議論も踏まえ、
次回７月６日に提言を取りまとめる予定。
（７/２MEDIFAXより）

米医療保米医療保険険
米医療保険改革は合憲／最高裁、加入義務容認
　米連邦最高裁は６月２８日午前（日本時間同深夜）、
オバマ政権最大の政策実績である医療保険改革法に
ついて、根幹部分である国民の保険加入を義務付け
た条項を含め合憲との判決を言い渡した。世論を二
分したオバマ改革の象徴は、司法の場で正当性を認
められた。「公平な社会」を掲げ、１１月の再選を狙う
オバマ大統領への追い風となる。
　判決は９人の判事が５対４に割れる僅差。オバマ
氏は午後の声明で、判決を「全ての米国民にとって
の勝利だ」と歓迎。大統領選の共和党候補となるロ
ムニー前マサチューセッツ州知事はこれに先立ち、
同法の撤廃が「私の任務」と述べ、大統領選で是非
を問う考えを強調した。「国民の誰もが安心して医療
を受けられる社会」を公約して当選したオバマ大統
領は、２０１０年３月に医療保険改革法を成立させた。
　共和党の強い２６州は、保険加入義務化は憲法１条
が定めた連邦議会の立法権限を逸脱すると違憲性を
指摘し「個人の自由を侵害する」と提訴。だが最高
裁のロバーツ長官は判決で、加入義務化は「税の一
種とみなすことが可能」で、憲法の範囲内だと指摘
した。
　米国には日本のような国民皆保険制度が存在せ
ず、保険加入率は約８３％。高齢者と低所得層を対象
とした公的医療保障を除くと、勤務先が提供する民
間保険が一般的だが、失業で無保険状態に陥るなど
して十分な医療を受けられない国民が多数いる。
　医療保険改革法は高所得層への増税を財源に、中
低所得層への保険料公費補助や保険加入義務化を盛
り込んでいる。１４年に本格施行、２１年末までに加入
率を９５％に引き上げ保険料を抑制、財政赤字削減も
図る。
　共和党保守派などは法制化の過程で「社会主義化」
と反発を強め、「反オバマ」の保守派運動「ティーパ
ーティー（茶会）」台頭につながった。
（７/２MEDIFAXより）

消費消費税税
地方の社会保障に約７兆円／消費増税で、使
途調査へ
　社会保障と税の一体改革関連法案では、消費税率
を１０％に引き上げた場合、地方自治体の取り分が現

京都保険医新聞

１１

情
勢
ト
ピ
ッ
ク
ス

第１５７号

２０１２年（平成２４年）７月２5日　毎月５日・ 20日・ 25日発行 （昭和２６年３月５日第３種郵便物認可）　第２８２８号



行の２.１８％から３.７２％に増える。このうち２.７２％分
（２０１０年度決算ベースで６兆８０００億円）を社会保障に
充てることになっており、総務省は、実際にどう使
われているかを調査する方針だ。
　自治体への３.７２％分は地方消費税や地方交付税と
して配分。本来は使い道が自由な一般財源だが、増
税への国民の理解を得るため、今でも地方消費税で
割り振られている１％を残し、使途が社会保障に限
られる。
　ただ現状では、地方が全額を充てていることを検
証できない。介護保険など国の補助事業に使った分
は、厚生労働省が調査するが、国の補助金を受けな
い単独事業の費用は自治体ごとにサービスが多様
で、調査対象になっていないためだ。
　財務省などが使途の明確化を強く求めていること
もあり、総務省は近くまとまる１１年度決算から、単
独事業費の調査に乗り出す。税率は１４年度から段階
的に引き上げられるが、調査を先行させてデータを
蓄積する。
　調査対象の単独事業は、年金、医療、介護、少子
化対策の４分野と、１１年末の「国と地方の協議の場」
で４分野関連と認められた障害者支援など。総務省
は予防接種など具体的なサービスを挙げて、支出し
た費用の報告を全自治体に求める。
【共同】（６/２６MEDIFAXより）

非課税は違憲か合憲か、消費税訴訟が結審／
判決は１０月１６日
　兵庫県民間病院協会（吉田耕造会長）の４病院が、
社会保険診療が消費税非課税となっているのは憲法
違反だとして、国を相手に提訴した訴訟は６月２６日、
神戸地裁（栂村明剛裁判長）で結審した。判決は１０
月１６日。
　原告側は、控除対象外消費税の発生について課税
の公平性の観点から司法の判断を求めており、非課
税そのものが違憲だとして、４病院がそれぞれ損害
の一部として一律１０００万円（計４０００万円）の賠償を
請求している。一方、国側は、社会保険医療サービ
スは国民の生命・健康の維持に直接関わるとして非
課税の正当性を主張。医療機関の負担については、
診療報酬改定で制度的な手当てはされていると主張
している。２０１０年９月２８日の提訴以来、６月２６日を
含めて９回の口頭弁論が開かれた。
　この訴訟をめぐっては、仮に神戸地裁が「現行の
非課税は妥当」との判断を示した場合、「課税」を求

める医療関係団体の今後の要望活動にとって足かせ
になるとして、原告に対して取り下げを求める声が
病院団体関係者から出ている。
　結審を前に原告を代表して特定医療法人中央会尼
崎中央病院の吉田静雄理事長（同協会副会長）が意
見陳述した。被告の国側からの反論陳述はなかった。
吉田理事長の主張要旨は以下の通り。
　▽社会保険診療報酬は非課税のため、仕入れ先に
支払った消費税の還付が受けられない。一般の事業
者と違って病院は一方的に消費税を負担させられて
いる。
　▽病院は薬剤、診療材料、高額医療機器の購入な
ど必要な仕入れが多く、施設の建築、修繕にも多額
の消費税を支払っている。病院は毎年、少なくとも
数千万円の消費税を払っている。（自医療法人でも）
８０００万円以上の消費税を支払っている。
　▽国は社会保険診療報酬の改定で負担分は手当て
されていると言うが、実際には全く解消されていな
い。何千もある項目のうちわずかな項目の報酬改定
で平等に解消されるはずはない。根本的な疑問とし
て、診療報酬改定で消費税分を上乗せするというの
では、患者が消費税分を負担していることになり、
非課税の意味がない。医療に関しては消費税の仕組
みそのものに大きな問題がある。
　▽現在、医療機関の経営環境は悪化している。こ
のような状況下で間もなく消費税が改定される。税
率１０％になると私たちの負担は２倍になる。倒産す
る病院が続出することは目に見えている。地域医療
の崩壊は国民にとって大きな不利益だ。
　▽適正に法律を変えれば、患者が消費税を負担し
なくても仕入税額控除はできるはず。全国の医師会、
病院団体は見直しの要望を毎年のように国に出して
いる。国も最近、この問題を重要視して中医協で検
討することになったが、診療報酬の中で手当てする
との立場がなお有力という状況にある。それではこ
の問題は解決しない。（６/２７MEDIFAXより）

先進医先進医療療
先進医療を一本化、薬事承認申請で活用も／
厚労省が方針提示
　厚生労働省は、第２項先進医療（先進医療）と第
３項先進医療（高度医療）を一本化した上で、一本
化後の新たな枠組みに沿って医療現場で実施した成
果を薬事法上の承認申請で活用できるよう制度設計
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する。６月２７日の高度医療評価会議（座長＝猿田享
男・慶応大名誉教授）で方針を示した。
　厚労省案では▽薬剤の適応外使用▽未承認の医療
機器▽医療機器の適応外使用─に関しては、新制度
で実施した成果が国際的な論文などで公表された場
合、薬事承認申請で活用できることとした。▽未承
認薬▽再生医療▽個別化医療─の場合は、医薬品医
療機器総合機構（ＰＭＤＡ）による薬事戦略相談の
活用を求める。
　厚労省は会議に、先進医療を審査している現行の
「先進医療専門家会議」と、高度医療を審査している
現行の「高度医療評価会議」を「先進医療会議（仮
称）」として一本化する最終的な概要案を提示。申請
窓口は厚労省医政局研究開発振興課とする。申請さ
れた医療技術は、先進医療会議が「先進医療Ａ（＝
有効性が明らかな技術）」と「先進医療Ｂ（＝有効性
が必ずしも明らかでない技術）」に分類し、先進医療
Ａは、保険収載を目指す技術として先進医療会議が
審査。「先進医療Ｂ」は、新たに設置する「先進医療
技術審査部会（仮称）」で統計学的に検証した上で、技
術的妥当性が認められれば、先進医療会議が審査す
る。（６/２８MEDIFAXより）

精神保精神保健健
精神科医療、手厚い配置で地域移行／厚労省
検討会が意見整理
　厚生労働省の「精神科医療の機能分化と質の向上
等に関する検討会」（座長＝武藤正樹・国際医療福祉
総合研究所長）は６月２８日、精神科医療の機能分化
や人員配置について今後の方向性に関する意見を取
りまとめた。入院患者に対してこれまでより手厚い
人員配置を行っていく方向性を示し、早期退院と地
域移行のさらなる推進を強く打ち出した。厚労省は
取りまとめを踏まえ、必要に応じて医療法施行規則
を改正したい考えだ。
　検討会は早期退院・退院支援に当たって、患者の
状態像や特性に応じた質の高い精神科医療の提供が
必要として、患者の状態を▽３カ月未満（精神症状
が活発で入院治療が必要な患者）▽３カ月－１年未
満（急性期の症状はある程度改善しているが、リハ
ビリテーションや退院後の生活環境調整などに時間
を要する患者）▽重度かつ慢性（地域で生活するこ
とが非常に困難な状態にあり、長期に入院治療が必
要な患者）▽重度かつ慢性を除いた現在の長期在院

者―に分類。それぞれに必要な人員配置や支援体制
を議論してきた。
　「３カ月未満」は一般病床と同等の医師・看護職員
の配置（医師１６対１、看護職員３対１）とし、精神
保健福祉士や作業療法士などの配置を規定すること
などを盛り込んだ。「重度かつ慢性」の患者の基準に
ついては調査研究を通じて２０１２年中にも明確化す
る。
●３カ月未満の看護配置で反発／医療側構成員
　最終的な取りまとめに向けた議論の中で、３カ月
未満の人員配置で看護職員を一般病床と同等とする
ことに医療提供側の構成員が反発。山崎學構成員（日
本精神科病院協会長）は「『３対１の配置を基本とし
つつ』にすべき」と述べ、「３カ月－１年未満」と同
様、看護職員以外も含めて３対１配置にすべきとの
認識を示した。精神科医療の質はチーム医療によっ
て向上していくものであり、看護職員のみの配置で
は対応できないこともあるとした。
（６/２９MEDIFAXより）

高齢者ケ高齢者ケアア
胃瘻選択の意思決定で指針／老年医学会
　日本老年医学会（大内尉義理事長）は６月２７日、
「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドラ
イン（ＧＬ）」の内容を公表した。近く同学会ホーム
ページに掲載する予定。同ＧＬは、胃瘻など人工的
水分・栄養補給法（ＡＨＮ）を導入するかどうか選
択する場面などで、現場の医療・介護・福祉従事者
が適切な意思決定プロセスをたどることを支援する
目的で作成した。
　内容は大きく分けて①医療・介護における意思決
定プロセス②いのちについてどう考えるか③ＡＨＮ
導入に関する意思決定プロセスにおける留意点―の
３項目で構成。医学的な妥当性よりは倫理的妥当性
を重視したという。
　ＧＬに沿って関係者が意思決定プロセスを進め、
ＡＨＮについて選択することに対して司法が介入す
ることは実際上はあり得ないとし「あるとすれば極
めて不適切である」と主張。この主張に賛同する弁
護士や元最高裁判事ら法律家の実名リストもＧＬに
掲載した。
　会見した大内理事長は「現場でこのＧＬを使って
もらい、ご意見を頂くという検証作業が必要と考え
ている」と述べ、現場の意見を踏まえて改訂してい
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く方針を強調した。（６/２８MEDIFAXより）

透析Ｇ透析ＧＬＬ
透析の「中止」含むＧＬ、１３年６月に最終案
／透析医学会
　日本透析医学会は、透析導入が困難な患者への「非
導入」や透析治療の継続が困難な患者への「中止」
を含めた対処方針をまとめる「慢性血液透析療法ガ
イドライン（ＧＬ、仮称）」の最終案を、２０１３年６月
の学術集会で発表する考えだ。秋澤忠男理事長が質
問に７月１日付の文書で回答した。
　透析医学会は２００９年に腹膜透析ＧＬを作成した。
末期腎不全患者の９割以上が受けている血液透析療
法については、初のＧＬを作成する方針を約２年前
に固めたものの現在も議論を続けている。慎重に検
討を進めている理由について秋澤理事長は、血液透
析は多くの分野が関係し方法も多岐にわたること
や、医療経済も大きく左右する可能性があるためと
した。
　ＧＬは▽透析導入▽透析処方▽透析非導入・中止
―の各提言による３部構成とする方針で、秋澤理事
長はこのうち「慢性透析療法の非導入と継続中止に
関する提言」案が倫理的課題の解決を含めて最も苦
労していると答えた。
　６月に札幌市で開かれた学術集会で、同学会学術
委員会が非導入・中止についての提言として▽透析
治療を導入できない▽患者が拒否する▽透析治療を
いったん中止せざるを得ない▽透析治療を実施する
ことが危険と判断される―などの場合への対処案を
示し、学会顧問弁護士や井形昭弘・日本尊厳死協会
前理事長を交えて討議した。秋澤理事長はさらに、
検討する部分もあるとした上で「非導入や中止とい
う言葉についても慎重に選択しようと考えている」
と答えた。
　また、透析医学会の基本姿勢として「導入や継続
を見合わせる際の具体的な手順を含め、社会の理解
と了承を得られる提言としてまとめていくことを第
一の方針としている」とした。（７/３MEDIFAXより）

生活保生活保護護
「登録」から「確認」に修正へ／大阪市の医療
扶助適正化策
　大阪市西成区は、生活保護の受給者が診療科ごと

に受診する医療機関を１カ所登録する新たな制度に
ついて「登録」から「確認」に修正する方針を固め
た。１診療科１医療機関としていた受診先も医師の
医学的判断で複数医療機関を受診できるようにす
る。８月から運用を開始する予定で、「最終決定に向
けて協議を詰めている。できるだけ早く要綱案をま
とめたい」としている。
　現状では、受給者の通院先は区が受給者の希望を
確認し、医療機関に医療要否意見書を送付。医療が
必要と判断されれば区が医療券を交付している。修
正前の要綱では、区が受給者の希望を確認した際に
医療機関を「医療機関等登録証」に記載。１診療科
１医療機関とし、受診医療機関をより明確化させる
としていた。
　登録という文言が「フリーアクセスの阻害につな
がる」などの指摘があったため、「医療機関等登録証」
を「通院医療機関等確認証」に改める見通し。西成
区は新制度について「現行制度の中で受診医療機関
をより明確化させるもの」としている。
（６/２０MEDIFAXより）

「行政と協力し適正化進める」／医療扶助で大
阪府医・松原副会長
　大阪市西成区が導入を予定している生活保護受給
者への医療扶助の新制度をめぐり、区が要綱を修正
する方針を示したことを受け、大阪府医師会は６月
１８日、大阪市医師会連合会の会合で修正後の制度に
ついて説明し了解を得た。大阪府医の松原謙二副会
長は「登録制はなくなった」とし、「報道で西成区の
一部の問題ある医療機関が指摘されているのは事
実。われわれと行政が協力して適正化するようにし
たい」と述べ行政と協力する方針を示した。
（６/２０MEDIFAXより）

生活保護への後発品義務化を提案／参院予算
委で梅村氏
　民主党の梅村聡氏は６月１３日の参院予算委員会で
質問に立ち、後発医薬品の効能・効果と安全性が先
発医薬品と同等であることを前提に、生活保護受給
者に後発品の使用を義務付けることを考えるべきで
はないかと述べた。梅村氏は党厚生労働部門会議の
生活保護ワーキングチーム（ＷＴ）で座長を務めて
いる。生活保護の制度改革に向け、党側の立場で政
策提言した形だ。
　小宮山洋子厚生労働相は、医師の処方権などを理
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由に「一度は後発品を使用してもらう取り組みを進
めたいが、どこまで強制できるかは考える必要があ
る」と回答。これに対し梅村氏は、生活保護受給者
には医療費の自己負担が生じないため、コストイン
センティブが働かないことが、後発品の使用促進が
進まない理由になっていることを厚労省はすでに認
識しているとし「自己負担を導入するか、使用の義
務付けをしないと後発品のシェアは広がらない。納
税者が納得する制度をつくることが、結果として生
活保護受給者への偏見や差別がなくなるという提案
をしている。ぜひＷＴとして頑張りたい」と意気込
みを示した。
　梅村氏は生活保護法による指定医療機関の取り消
しにも言及し、「悪いことをしたら取り締まれるルー
ルが必要。そこをきちんとつくるよう、われわれも
協力したい」と述べた。（６/１４MEDIFAXより）

大阪市の登録制度、地元医師会が反発／「フ
リーアクセスの侵害」
　大阪市（橋下徹市長）は生活保護受給者への医療
扶助の適正化に向けて、西成区をモデル地区に、受
給者が診療科ごとに医療機関を１カ所登録する新た
な制度を８月にも開始する方針を示している。地元
の西成区医師会は、受給者のフリーアクセス権を侵
害し、一般患者の医療費抑制策にも発展しかねない
仕組みとして反発。患者の権利など法的観点から、
大阪弁護士会人権擁護委員会との協議も開始した。
●医療扶助適正化、個別指導の徹底も
　西成区によると、同区は４人に１人が生活保護受
給者で医療扶助費も年間２７５億円に上る。登録制度で
一部患者の重複受診や重複服薬などを抑制するとい
う。大阪市は市内全域から対象医療機関を抽出し個
別指導を実施する方針も打ち出している。
　西成区医師会の馬場谷勝廣会長は６月１３日、取材
に「生保患者に対する適切な医療提供体制の確保は
必要だが、大阪市の施策は生保患者の医療機関のフ
リーアクセス権を侵害する可能性が高く、許容でき
るものではない。受診抑制で疾病の重症化にもつな
がる」とし、大阪市の方針に反対することを表明し
た。
　その上で「西成区で医療費抑制策が成功すれば、
全市の生保患者の受診対策に活用される予定だ。将
来的には一般患者の医療費抑制策につながる可能性
もはらんでおり、医師会としては危機感を持って対
応している」とし、大阪市医師会連合会にも協力を

得ながら活動を進めていく予定とした。大阪府医師
会にはすでに報告してあるとし「日本医師会にも協
力を求めていきたい」と述べた。
　馬場谷会長は、２０１１年７月時点で、西成区の１２９医
療機関を含め１５３８医療機関が西成区の生保患者へ医
療提供を行ってきたと説明。「市の施策がそのまま行
われれば、西成区で新規開業する医師はいなくなる
だろう。地域医療が壊されようとしている」と危機
感を募らせている。
　大阪市が提示している医療扶助適正化対策は大き
く３点。１点目が登録制度で、西成区の受給者は診
療科ごとに医療機関を原則１カ所登録する。２点目
は、新規開業の医療機関に対する個別指導。新規に
医療扶助指定機関の指定を受ける場合、３年の間に
必ず個別指導を受けることになる。ここで不適切な
医療行為が判明した場合は、更新の指定申請を却下
する。
　３点目が全市医療機関を対象にした指定済み医療
機関への個別指導の徹底だ。西成区の受給者を扱っ
ている医療扶助指定機関の電子レセプトを分析し▽
請求点数が一定値を超えるレセプトが多い医療機関
▽再審査請求率が高い医療機関▽査定率・査定点数
が高い医療機関―などを抽出。市長権限で立ち入り
検査による個別指導を実施するという。
（６/１４MEDIFAXより）

医療扶助適正化で新システム、１２年秋にも／
厚労省
　厚生労働省社会・援護局は、２０１１年度から全国稼
働している「生活保護等版レセプト管理システム」
について、１２年秋ごろを目指してソフトウエアの改
修を行い、指導対象となり得る生活保護の受給者や
指定医療機関の抽出機能を強化する。
　同システムは電子レセプトを活用して生活保護受
給者のレセプトを効率的に抽出・点検し、医療扶助
の適正化を図る取り組みの一つ。
　現在開発中の新システムでは▽複数月にわたる頻
回受診の点検（縦覧点検）▽重複請求の点検（重複
点検）▽レセプト有効性の点検（資格点検）─の各
点検機能の強化を図る。例えば「月１５日以上受診し
ている受給者」と「月１５日以上の受診が３月以上続
いている受給者」といった複数条件で、指導対象と
なる可能性が高い受給者を抽出できるようになるた
め、自治体では指導対象を絞り込みやすくなる。
　過去に社会問題化した向精神薬の転売について
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も、新システムでは複数医療機関で重複処方を受け
ている受給者を容易に抽出できるようになるため、
速やかな対応が可能になる。
　さらに、統計・分析機能を強化することで「生活
保護受給者に関する１件当たりの請求金額が高い医
療機関」「訪問診療など特定の診療行為が多い医療機
関」といった生活保護の請求が他の医療機関に比べ
て突出している医療機関の抽出も容易になるとい
う。
　社会・援護局では医療扶助適正化に向けて、同シ
ステムで抽出された医療機関については、重点的に
レセプトの内容を個別に審査し、請求内容に問題が
あると疑われる医療機関には重点指導を行うとして
いる。指導対象となり得る医療機関の選定基準策定
や効果的・効率的指導も推進する考え。
　新システムの導入とそれに伴う医療機関への指導
や向精神薬の適正受診の徹底により、年間１８億円の
医療扶助費の適正化を見込む。また、１２年度から新
規補助事業として福祉事務所への配置を助成する
「医療扶助相談・指導員」の助言・指導とともに、ジ
ェネリック医薬品の使用を促進することで年間１０６
億円の医療扶助費の適正化を見込んでいる。
（６/１２MEDIFAXより）

障害障害者者
障害者総合支援法が成立／参院本会議
　障害者総合支援法が６月２０日、参院本会議で与野
党の賛成多数で可決、成立した。支援の区分を「障
害程度区分」から「障害支援区分」に改めるほか、
障害福祉サービスの対象に難病患者を追加すること
などが柱。（６/２１MEDIFAXより）

審査機審査機関関
審査機関の統合「慎重な意見も」／小宮山厚
労相、衆院小委に報告
　衆院決算行政監視委員会が２０１１年１２月に決議し報
告を求めていた審査支払機関の統合に向けた検討に
ついて、小宮山洋子厚生労働相は６月１３日の同委員
会の行政監視に関する小委員会で「保険者をはじめ
とする関係者の意見を聞いて、その理解を得られる
ような在り方について引き続き検討していきたい」
と報告した。６月２１日の社会保障審議会・医療保険
部会（部会長＝遠藤久夫・学習院大教授）で、厚生

労働省保険局保険課が小宮山厚労相の報告について
説明した。
　小委は社会保険診療報酬支払基金と国保連のレセ
プト審査事務について「統合に向けた検討を速やか
に進めるべき」との決議を採択し、６カ月以内の報
告を求めていた。小宮山厚労相は社会保障審議会・
医療保険部会での議論を踏まえ、統合は有効だとす
る意見がある一方で、国保連から審査部門を切り離
すことに伴う市町村国保業務への支障や現場の混乱
への恐れから慎重な検討を求める意見があったこと
などを報告したという。（６/２２MEDIFAXより）

基基　金金
診療報酬は３.１％増、医科は１.５％増／支払基
金の１１年度状況
　社会保険診療報酬支払基金（河内山哲朗理事長）
は６月２５日の定例会見で、２０１１年度の診療報酬等確
定状況（１１年４月診療分－１２年３月診療分）につい
て、総確定件数が前年度に比べて２.７％増の９億１１６２
万件、総確定金額が同３.１％増の１０兆４０７１億円だった
と公表した。同年度の増加幅について、支払基金で
は自然増によるものとの見方を示した。
　このうち医療保険は確定件数が７億９１２８万件で同
１.５％増、確定金額は８兆２４１５億円で２.４％増となっ
た。医科だけを見ると確定件数は入院が６６６万件で
１.１％減、入院外は４億３４９９万件で０.８％増だった。医
科の確定金額は入院が２兆５１８４億円で１.４％増、入院
外は３兆３３７５億円で１.６％増となり、合わせて５兆
８５５９億円で１.５％増となった。生活保護の確定件数は
４２１９万件で６.８％増、確定金額は１兆６３１３億円で４.８％
増だった。
　医療保険と生活保護の確定状況を１件当たりの点
数で比べると、医療保険が１３７４点だったのに対し、
生活保護は３９１８点。同様に１件当たりの日数を見る
と医療保険が１.１８日だったのに対し、生活保護では
２.４２日となっていた。
　会見では電子レセプトでの算定状況についても１１
年度後半の分析結果を示し、１カ月平均の算定点数
が７１１億８５００万点で前年同期比で４.９％増となったこ
とや、１カ月平均の算定回数が１０億２００万回で同
５.６％増となったことを示した。
　また、会見では初めて特定の診療行為について電
子レセプト算定回数の分析結果を示した。ハイリス
ク妊産婦関係の算定は、１０年度改定で急増した後も
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微増傾向にあり、１１年度後半の１カ月平均算定回数
は４万７８７０回となった。同様に１１年度後半の人工透
析の１カ月平均算定回数は６９万６９２６回で５時間以上
の慢性維持透析が増える傾向を示した。デイケア関
係は増加傾向を示しており、同４４万３７３６回となった。
●審査充実策で査定率向上
　１１年度事業については、審査事業でのコンピュー
ターチェックの充実と１２年３月審査分から開始した
突合点検・縦覧点検（東日本大震災被災地３支部を
除く）を報告した。原審査査定点数に占めるコンピ
ューターチェックの寄与率は１１年４月審査分の
４１.５％に対し、１２年３月審査分は４７.４％に上昇した。
　１２年３月審査分での１万件当たりの査定件数は突
合点検で１９.５件、縦覧点検で２.５件。１万点当たりの
査定点数は突合点検３.１点、縦覧点検で０.４点となっ
た。原審査での見落とし率も１１年４月審査分が
１１.５％であったのに対し、１２年３月審査分は９.９％に
低下した。
●突合「責別」では医療機関が９９.７％
　１２年３月審査分から始まった突合点検について、
医療機関・調剤薬局のいずれの処方箋が不適切であ
ったかを確認する責別確認の状況も分かった。同月
審査分の医科査定件数１０万４３００件のうち、不適切と
された医療機関分の処方箋は９９.７％を占める１０万
４０００件、調剤薬局分は０.３％の３００件だった。医科査
定点数で見ると３０９２万３０００点のうち、医療機関分は
３０７５万７０００点で９９.５％、調剤薬局分は１６万６０００点で
０.５％という割合だった。（６/２６MEDIFAXより）

新型インフ新型インフルル
新型インフル特措法、７月に検討会議／内閣
官房対策室
　内閣官房新型インフルエンザ等対策室は、２０１２年
５月に公布した「新型インフルエンザ等対策特別措
置法」の施行に向けて、７月にも「検討会議」（仮
称）を立ち上げる。特措法に基づく政府行動計画の
内容や緊急事態宣言の要件など、重要政令事項につ
いて議論を開始する予定だ。検討会議には感染症や
公衆衛生の専門家だけでなく、地方公共団体の関係
者も参加する。年明けごろに中間取りまとめを行い、
１３年春の施行を目指す。内閣官房新型インフルエン
ザ等対策室が、６月２６日の「新型インフルエンザ等
対策特別措置法に関する都道府県担当課長会議」で
今後のスケジュールを発表した。

　新設する検討会議では、国の指定公共機関や新型
インフルエンザが発生した際に特定接種（先行的予
防接種）の対象となる登録事業者の基準、要請・指
示の対象となる医療関係者の範囲や損害補償の内
容・水準などについても議論する。
（６/２７MEDIFAXより）

計画停計画停電電
政府、２次救急医療機関にも通電／４電力管
内の計画停電
　政府は６月２５日、２０１２年夏に計画停電を実施した
場合でも通電対象とする医療機関を決定した。２０１１
年の東京電力管内での計画停電では通電対象に含ま
れなかった２次救急医療機関や救急告示医療機関も
対象に含めた。計画停電の可能性があるのは関西電
力、北海道電力、四国電力、九州電力の４つの電力
会社管内で、各電力会社が公表している月間カレン
ダーとグループ割りに沿って実施する。対象地域１
回の停電時間は２時間程度としている。
（６/２６MEDIFAXより）

孤立孤立死死
公費に依存しない孤立死防止の取り組みを報
告／厚労省・検討会
　厚生労働省の「安心生活創造事業推進検討会」（座
長＝和田敏明・ルーテル学院大大学院教授）は、孤
立死防止の見守りサービスなどを安定的に提供する
地域の取り組みを報告書にまとめた。それぞれの地
域で寄付や賛助会費などを募り、公費だけに依存す
ることなく、自主的に財源を確保する仕組みを考案
して成果を上げた取り組みを紹介している。報告書
の最終版は７月中旬までに厚労省ホームページで公
開し、全国の各自治体にも配布する予定。
　報告書は、全国の５８市区町村が「地域福祉推進市
町村」として２００９年度から３年間、厚労省の「安心
生活創造事業」で実施した内容を取りまとめた。こ
れまでの福祉サービスは「公費」「保険料」「利用料」
を主な財源としていたが、同事業では寄付や賛助会
費などによる地域の自主財源を加えてサービス提供
する体制を整えたことが大きな特徴。孤立死防止の
対象者を顕在化させることで新たなニーズも掘り起
こした。
　孤立死については、これまでハイリスクとされて
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きた高齢者のみの世帯や障害者単独世帯だけでな
く、３０－４０代の比較的若い世帯全員の孤立死などが
問題視されるようになった。厚労省は、１２年に入っ
てから中心的に生計を担っている人や介護者などを
含む家族全員が死亡した状態で発見されるケースな
どが複数報告されていることから、あらためて孤立
死防止対策で優先すべき課題の検討を進めている。
（６/２０MEDIFAXより）

遺体解遺体解剖剖
遺体を使った手術教育や研究でＧＬ／外科学
会・解剖学会
　日本外科学会と日本解剖学会は共同で「臨床医学
の教育及び研究における死体解剖のガイドライン
（ＧＬ）」を策定した。両学会が６月２０日、ＧＬの内
容を説明した。ＧＬでは、死体解剖保存法や献体法
の現行法下で、遺体を使った外科手術手技の教育・
研究を適切に実施するために、遺体による手術手技
研修の実施目的と必要性を明確化。その上で実施に
必要な条件を定めた。
　背景として、外科手術の医療安全を保つため、外
科手術手技の高度化に伴ってトレーニングの必要性
が指摘されており、外科からは遺体を用いた細かい
トレーニングを実施したいというニーズがあった。
しかし現行法下では、医学教育を目的とした解剖実
習以外の研修などに遺体を利用することに明確な指
針がなく、死体解剖保存法の「解剖」の枠内に当た
るかどうか基準があいまいだった。
　ＧＬでは、遺体による手術手技研修に当たっては
▽医療安全の向上や国民福祉への貢献を目的とする
▽医科大学などで死体解剖保存法、献体法の範ちゅ
うで実施する▽献体登録者の書面による意思表示が
あり、家族からの理解と承諾を得る▽大学の倫理委
員会で実施内容を十分に検討し承認を得ている―こ
とを実施の条件とするとしている。
（６/２１MEDIFAXより）

治療と就治療と就労労
治療しながら働けるシステムづくりを／厚労
省版仕分け
　有識者が厚生労働省の政策を検証・評価する「提
言型政策仕分け」は６月２２日、難病やがんなど長期
治療が必要な患者の就労支援について議論し、医療

機関・相談センターと就労支援機関が連携する仕組
みをつくるべきという提言をまとめた。
　提言では、病気の診断後、患者がすぐに就労相談
を受けられるような体制の整備や、医療機関で就労
支援の情報を集めたリーフレットを患者に配布する
といった取り組みを推進するよう求めた。医療と就
労の両分野に精通した専門支援人材を育成すること
も必要だとした。
　患者の「治療」と「仕事」を両立させるため、土
日に診療が可能な医療機関を増やすことや、職場で
労働時間を見直すためのガイドラインを事業主に周
知徹底することなども提言に盛り込んだ。
　難病、がん・肝炎、糖尿病といった疾患ごとの提
言もまとめた。中でも糖尿病は発症の初期段階で自
覚症状がないため、患者が医療機関や健診を受診し
た際に生活習慣を改善するための保健指導や情報提
供を実施するなど、患者への意識付けも重要だとし
た。
●「セルフケア」と「健診医療」は両輪
　また、国民の健康維持を図る上で「セルフケア」
と「健診医療」が両輪だとも指摘。医療保険者が実
施する特定健診・保健指導、職域での健康診断、市
町村が実施するがん検診を一体的・効率的に推進し、
健診（検診）の費用対効果面を検証したり、受診意
欲を喚起させるための施策に取り組んだりする必要
性を指摘した。
　受診率を向上させるための取り組みとして、▽健
診の対象年齢になる前から受診の働き掛けを行う▽
健診しやすいよう労働時間に配慮する▽がん検診と
他の健診との同時受診を促進する―といった取り組
みも必要だと提言した。健診受診率の向上につなが
る好事例を収集し普及することも重要だとした。
（６/２６MEDIFAXより）

高齢高齢者者
後期高齢者制度の安定・継続で要望書／広域
連合
　全国後期高齢者医療広域連合協議会（会長＝横尾
俊彦・佐賀県多久市長）は６月６日、東京都内で開
いた広域連合長会議で、後期高齢者医療制度につい
て安定的で継続的な制度の確立を求める要望書を取
りまとめ、辻泰弘厚生労働副大臣に手渡した。
　要望書では、政府・与党が「廃止に向けた見直し
を行う」（社会保障・税一体改革大綱）としている後
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期高齢者医療制度について、現在の先行き不透明な
状況により不安定な制度運営が続いていると指摘。
政府に対し、早急に制度見直しの方針を固めるとと
もに、精力的に都道府県などの関係団体と調整して
一刻も早く安定的で継続的な制度を確立するよう求
めた。（６/７MEDIFAXより）

疑義解疑義解釈釈
一般名処方加算、対象は「後発品ある全医薬
品」／厚労省が疑義解釈
　２０１２年度診療報酬改定で新設された「一般名処方
加算」について、厚生労働省は６月７日付で、後発
医薬品が存在する全ての医薬品を加算の対象とする
ことができるとの疑義解釈を示した事務連絡を地方
厚生局などに出した。１９６７年以前に承認・薬価収載
された医薬品については先発医薬品と後発品の区分
けがないため、価格差のある後発品が存在するもの
については一般名処方加算を算定できることを示し
た。
　一般名処方加算は、後発品のある先発品について
一般名処方した場合に算定できる。この場合の先発
品とは、先発品と後発品の区分が設けられた６７年以
降に新薬として承認・薬価収載されたものを基本に
している。しかし、６７年以前に承認・薬価収載され
た医薬品のうち、価格差がある後発品の存在するも
のについては、先発品とはされていないものの、「先
発医薬品に準じたもの」と見なせることから、これ
らについても一般名処方加算を算定できることにし
た。
　対象範囲の拡充で医療機関や薬局での準備・対応
が必要になることから、厚労省は円滑な実施に向け、
先発品に準じたものも含め、一般名処方の加算対象
となる成分・規格を全て網羅した一般名処方マスタ
を早急に整備して、公表する予定。
（６/１１MEDIFAXより）

共通番共通番号号
マイナンバーの必要性は野党も共有／古川国
家戦略相
　古川元久国家戦略担当相は６月７日、国会で審議
中のいわゆる「マイナンバー法案」について「番号
制度の必要性は野党も共通認識を持っている」との
見解を示した。古川国家戦略担当相は「番号制度は

今後、社会保障制度や税制度の改正があっても必要
なもの。今国会での成立を目指したい」と法案成立
に意欲を見せた。都内で行われた「わたしたち生活
者のための『共通番号』推進協議会」（代表＝北川正
恭・早稲田大大学院教授）主催の懇談会で発言した。
　古川国家戦略担当相は、番号制度の運用をめぐっ
ては国民の信頼感や安心感を得ることが重要との認
識を示した上で、「最小限の社会保障と税の部分から
導入し、国民の信頼を得た後に制度の適用範囲を広
げていきたい」との考えを示した。情報の取り扱い
に注意が必要な医療分野については、厚生労働省を
中心に議論を進める必要があるとした。
（６/８MEDIFAXより）

マイナンバーで二重検査や医療事務費削減／
須藤東大院教授試算
　有識者らで構成する「わたしたち生活者のための
『共通番号』推進協議会」（代表＝北川正恭・早稲田
大大学院教授）は６月７日の懇談会で、マイナンバ
ー制度導入時の経済効果を発表した。試算を担当し
た須藤修主査（東京大大学院教授）は医療分野の経
済効果について、「コスト削減は大いに考えられる
が、経済波及という点はほとんど想定できない」と
の見解を示した。医療分野では二重検査の解消によ
る医療費削減で約３５００億円、医療保険証に関する事
務人件費の削減で約３００億円、計約３８００億円のコスト
削減を見込んでいる。
　同協議会の試算によると、マイナンバー制度を導
入すればさまざまな社会のコストを年間約１兆１５００
億円削減できるとしている。須藤主査は主に富士通
総研の榎並利博氏の著書を参考に試算を実施。二重
検査による医療費の削減幅は医療費全体の１％に相
当すると仮定し、現場の医師からのヒアリングを基
に試算した。今回の試算については「確実に試算可
能な部分だけを積み上げたもので非常に禁欲的な数
字。経済効果は今後の試算でさらに増加する」と述
べた。（６/８MEDIFAXより）

現物給付サービスは切り離して設計を／番号
制度で日医総研ＷＰ
　日医総研はこのほど、「医療分野におけるＩＤ番号
のあり方に関する考察」と題したワーキングペーパ
ーをまとめた。これまでの社会保障と税に関係する
番号制度の議論を整理した上で、「医療分野、特に現
物給付サービスの範囲は切り離して制度設計を進め
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るべき」と提言した。
　自民党政権下で議論され、２００９年４月に報告され
た「社会保障カード（仮称）の基本的な計画に関す
る報告書」と民主党政権下の１１年６月にまとまった
「社会保障・税番号大綱」を比較した。両者の大きな
相違点として「税務分野での利用の有無」と「番号
を導入するかしないか」の２点を挙げ、社会保障カ
ード（仮称）は税務分野での利用を含まず「番号」
は導入しない、社会保障・税の番号制度は税務分野
での利用も想定して「番号」を導入する―と整理し
た。
　その上で、社会保障カード（仮称）は年金・医療・
介護分野がターゲットで利用範囲も明確であるのに
対し、社会保障・税の番号制度の根底には納税者番
号があり、「番号」を何に使うかによって議論の方向
性も大きく異なると指摘。税務分野への利用も含め、
番号制度を導入した際の行政、医療機関、国民のメ
リットとデメリットをそれぞれ提示した。
　また、患者が特定できるＩＤは医療情報のＩＴ化
や地域医療連携で必要との見方を示す一方、ＩＤと
なる「番号」を税の情報とひも付けることは「現段
階では必要がない」と主張。番号制度は「税務分野
＋社会保障分野（現金給付サービスまで）」と「社会
保障分野（現物給付サービス）」を分離して制度設計
することが望ましいとした。（６/１３MEDIFAXより）

歳入歳入庁庁
歳入庁創設「１８年以降、速やかに」／政府が
工程表
　政府は６月１２日、社会保障・税一体改革に関する
関係５大臣会合を開き、税金と社会保険料を一体的
に徴収する「歳入庁」を２０１８年以降、速やかに創設
するとの工程を決めた。
　工程表によると、マイナンバー制度導入時の２０１５
年前後に、システム開発を伴わない範囲で日本年金
機構が行っている国民年金保険料の強制徴収業務を
国税庁に統合する。その後、納付率向上の効果や業
務の類似性などを踏まえつつ、強制徴収業務の統合
範囲を順次拡大。必要なシステム開発を含む諸課題
に取り組みつつ、１８年以降、速やかに歳入庁（徴収
業務統合型）を創設することを目指すとした。
　歳入庁創設に向けて準備をするための新組織を、
１４年ごろに設置する方向性も盛り込んだ。新組織は、
将来的な業務統合に向けた準備を行うため、関係省

庁を通じて国税庁や都道府県労働局、日本年金機構
といった国の各執行機関や自治体間の連絡・調整を
行い、各執行機関の情報交換や、事業者の事務負担
軽減策の検討などを進める。
　今後の検討課題では、徴収現場で税と保険料を一
体的に徴収できるよう、税と保険料の性質の違いを
踏まえた優先徴収権などを整理した上で、保険料の
徴収手続きを強化する必要性に言及した。
（６/１３MEDIFAXより）

がが　んん
がん対策基本計画を閣議決定／政府
　政府は６月８日、２０１２年度から１６年度までの５年
間で国が取り組むべきがん対策をまとめた新たな
「がん対策推進基本計画」を閣議決定した。働く世代
や小児へのがん対策を充実させ、がんになっても安
心して暮らせる社会の構築を目指す。
　分野別施策では、小児がん拠点病院の整備や緩和
ケアの推進、ドラッグ・ラグとデバイス・ラグの解
消などに取り組む。成人の喫煙率や受動喫煙率の低
下など、たばこに関する具体的な数値目標も初めて
取り入れた。（６/１１MEDIFAXより）

がん登録、１３年度中に法制化目指す／６－７
月に閣議決定
　政府が２０１３年度中にがん登録の法制化を目指して
いることが分かった。６月６日に政府がまとめた「医
療イノベーション５か年戦略」の中に「がん治療等
の評価を行う基盤を整備するために、１３年度中にが
ん登録の法制化を目指す」という文言が盛り込まれ
た。医療イノベーション５か年戦略は、６月末から
７月にかけて政府がまとめる「日本再生戦略」の医
療パートに当たる。日本再生戦略は閣議決定される
ため、その中に含まれる「がん登録の法制化を目指
す」という文言も、同時に閣議決定されることにな
る。
　がん登録を推進すれば、患者が医療機関を選択す
る際の情報源になり得る。医療機関のがん診療実績
が明らかになるからだ。将来的には自分と同じよう
な患者の治療法や転帰に関する情報を得ることも可
能になる。（６/１３MEDIFAXより）
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特定行特定行為為
看護師特定認証で議論継続／半年ぶりにチー
ム医療推進会議
　厚生労働省の「チーム医療推進会議」（座長＝永井
良三・自治医科大学長）は６月１３日、半年ぶりに会
合を開き、看護師による特定行為とその能力を認証
する仕組みの在り方について議論した。委員からは
「看護師特定能力認証制度」を創設した場合の、看護
師の責任の在り方について従来との整理が必要との
指摘があった。議論を踏まえ、厚労省が論点を整理
し、引き続き認証の在り方について検討を進めてい
く。
　厚労省は、「チーム医療推進のための看護業務検討
ワーキンググループ」（ＷＧ）が進めている特定行為
の分類や教育研修カリキュラムの内容について検討
状況を報告した。カリキュラム期間は、クリティカ
ル領域と慢性期領域で「２年課程」、救急、皮膚・排
泄ケア、感染管理の各領域で「８カ月課程」が想定
されている。クリティカルと慢性期の各領域でカリ
キュラム修了者に求められる能力はおおむね共通だ
として、厚労省は２年課程のカリキュラムに必要な
知識や技術の枠組み、教育内容を同じにする案を提
示しており、ＷＧでも厚労省案を踏まえて議論を進
めている。（６/１４MEDIFAXより）

特定行特定行為為
２０３項目の特定行為、２年課程では困難／厚労
省・看護業務ＷＧ
　厚生労働省の「チーム医療推進のための看護業務
検討ワーキンググループ」（座長＝有賀徹・昭和大医
学部教授）が６月２７日、看護師特定能力認証制度案
の議論を進める中で、看護師による特定行為の能力
認証を受けるために必要な教育研修カリキュラムに
ついて、２年課程のカリキュラムで２０３項目に及ぶ全
ての特定行為をカバーすることは困難とする意見が
複数の委員から上がった。また、ＯＪＴを通じて具
体的な行為が実践できるかチェックすることが必要
との指摘もあった。
　教育研修カリキュラムについては２年課程と８カ
月課程の２種類が提案され、２年課程は「クリティ
カル領域」と「慢性期領域」、８カ月課程は「救急領
域」「皮膚・排泄ケア領域」「感染管理領域」の領域
ごとに構成することが想定されている。８カ月課程

では共通して求められる基盤的な能力に加え、各領
域独自の内容を盛り込む。一方、２年課程では２つ
の領域でカリキュラム修了者に求められる能力はお
おむね共通であるとして、必要とされる知識や技術
の枠組みと教育内容を共通にする案が厚労省から提
示されている。（６/２８MEDIFAXより）

倫倫　理理
医学倫理の「ヘルシンキ宣言」全面改訂へ／
世界医師会
　世界医師会は、人を対象にした医学研究について
医療関係者の倫理的原則をまとめた「ヘルシンキ宣
言」の改訂を進める。６月にオランダのロッテルダ
ムで作業部会を開催し、２０１４年の改訂を目指して検
討を進める。日本医師会の石井正三常任理事は６月
６日の会見で「全面改訂という考え。最初から（焦
点を）絞らずに検討を進めていく予定」と述べた。
　石井常任理事は改訂作業に当たって、遺伝子治療
などを含めた先端医療や医療情報の取り扱い、治験
の在り方などがテーマに挙がると指摘し「こうした
ものを包括した宣言の在り方が改訂の一つの方向性
だ」と述べた。
　ヘルシンキ宣言の改訂は４月２６日から４月２８日ま
で、チェコのプラハで開催された世界医師会の中間
理事会で議題に上がった。日医からは横倉義武会長、
羽生田俊副会長、石井常任理事らが出席し、声明案、
決議案などを審議した。（６/７MEDIFAXより）

イノイノベベ
「医療イノベ５か年戦略」策定、東北メガバン
クも／政府
　政府の医療イノベーション会議（議長＝古川元久
国家戦略担当相）は６月６日、革新的な医薬品・医
療機器の創出や再生医療・個別化医療の実用化促進
に向け、２０１２年度を開始年度とする「医療イノベー
ション５か年戦略」をまとめた。東北メディカル・
メガバンク計画や医薬基盤研究所を中心とする創薬
支援ネットワーク（ＮＷ）の構築、臨床研究中核病
院などを核とする大規模臨床試験の実施体制の整備
などを盛り込んだ。古川国家戦略担当相は「これか
らが正念場。仏に魂を込めることが大切だ」と述べ、
各府省に戦略を確実に実行するよう求めた。
（６/７MEDIFAXより）

京都保険医新聞

２１

情
勢
ト
ピ
ッ
ク
ス

第１５７号

２０１２年（平成２４年）７月２5日　毎月５日・ 20日・ 25日発行 （昭和２６年３月５日第３種郵便物認可）　第２８２８号



医薬医薬品品
０９年度薬剤費比率２２.３％、１.１ポイント上昇／
厚労省
　厚生労働省は６月６日の中医協・薬価専門部会で、
２００９年度の国民医療費に占める薬剤費比率が２２.３％
だったことを明らかにした。０８年度と比べ１.１ポイン
ト上昇した。国民医療費から推計した薬剤費は約８
兆１００億円だった。
　社会医療診療行為別調査などを基にした推計で、
ＤＰＣなどの包括評価に含まれる薬剤費は薬剤費比
率には反映されていない。報告した厚労省保険局医
療課の吉田易範薬剤管理官は、包括評価に含まれる
薬剤費を反映させた場合、薬剤費比率は「１－２％
程度上昇する」と説明。「高額薬剤などは包括範囲か
ら除外されているため、大きく伸びることはないの
ではないか」と述べた。
　このほか、１１年９月の薬価調査に基づく先発医薬
品の数量・金額シェアも明らかにした。▽後発医薬
品のない先発品は数量シェア１９.１％・金額シェア
４７.９％▽後発品のある先発品は数量シェア３４.３％・金
額シェア３５.２％▽後発品は数量シェア２２.８％・金額シ
ェア８.８％▽局方品や生薬などその他の品目は数量
シェア２３.９％・金額シェア８.１％―だった。
（６/８MEDIFAXより）

看護看護師師
看護師日雇い派遣、１０月から原則禁止へ／介
護で継続求める声も
　１０月に施行される改正労働者派遣法によって、介
護事業所で認められている看護師の日雇い派遣（３０
日以下の短期労働者派遣）が原則禁止となる見通し
だ。厚生労働省は、例外的に日雇い派遣を認める範
囲を政省令で定める検討をしているが、「看護師」は
俎上に載っていない。一部の介護団体は、看護師の
確保がより困難になるとして、看護師の日雇い派遣
継続を求めている。
　医師や看護師など医療関連業務の派遣は現在も原
則禁止されているが、例外として、看護師の派遣で
は▽紹介予定派遣▽病院・診療所以外の施設（介護
事業所など）への派遣▽産前産後・育児・介護休業
中の欠員補充―などの場合が認められている。介護
労働安定センターが実施した２０１０年度介護労働実態
調査によると、２２.９％の介護老人福祉施設（特養）

が派遣労働者を受け入れており、特養への派遣労働
者のうち看護師は３４.６％を占める。このほか通所介
護（デイサービス）や有料老人ホームなどの特定施
設入居者生活介護、訪問入浴介護などで看護師の派
遣を利用している。（６/８MEDIFAXより）

市長市長会会
医療保険一本化や医学部新設求める／全国市
長会が決議
　全国市長会（会長＝森民夫・新潟県長岡市長）は
６月６日、東京都内で総会を開き、医療保険制度の
一本化を早期に実現することなどを求めた「社会保
障制度の充実強化に関する決議」を採択した。
　医療保険制度の早期の一本化は、国保の構造的な
問題を解決するための手だてとして要望。実現まで
の取り組みとして▽国の責任で安定財源を確保して
財政強化を図る▽都道府県を保険者とし、市町村と
の役割分担で国保制度の再編・統合等を行うこと―
などを盛り込んだ。
　また、地域医療体制の充実策として医学部の新設
を明記したほか、地域の中核病院や規模の縮小や廃
止を余儀なくされている医療機関に適切な措置を講
じるよう求めた。
　社会保障・税の共通番号（マイナンバー）制度の
円滑な導入を図るための国の財政措置も盛り込ん
だ。（６/８MEDIFAXより）

保団保団連連
療養病床の看護配置で届け出義務撤回を／保
団連が要望
　全国保険医団体連合会は６月７日、小宮山洋子厚
生労働相と大谷泰夫医政局長に対して「介護療養病
床の廃止撤回」「療養病床の看護師配置基準に関して
経過措置適用の届け出を義務化することの撤回」「病
床過剰地域の有床診療所に療養病床の新規開設を認
めること」の３点に関する要望書を提出した。
　療養病床の看護師４対１、看護補助者４対１の配
置基準については、２０１２年３月末まで経過措置で６
対１の配置も認められていた。１１年１２月の社会保障
審議会・医療部会では、この経過措置をさらに６年
間延長し、１８年３月末まで適用することとしたが、
ただ、経過措置を適用されるには２０１２年６月末まで
に都道府県知事に届け出る必要がある。
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　保団連は「７月１日以降に看護師４対１、看護補
助者４対１を満たせない場合の取り扱いが示されて
いない。届け出漏れが起きる危険性が高い」と指摘
し、要望書で▽経過措置の届け出を不要にすること
▽届け出を義務付ける場合、個々の医療機関への説
明や７月１日以降の取り扱いを明示すること―など
を求めた。（６/８MEDIFAXより）

消費増税「損税倍増で地域医療崩壊に拍車」
／保団連が決議文
　保団連は６月２４日の２０１２－１３年度第１回代議員会
で、「消費税増税・社会保障削減やＴＰＰ参加を許さ
ず、国民の暮らしと健康を守る政治を求める決議」
を採択した。民主・自民・公明３党が修正協議を経
て国会に提出した「社会保障制度改革推進法案」に
ついて「断じて認めることはできない」と訴えてい
る。
　決議文は同法案について、消費増税と給付削減を
進め、民意に真っ向から背くと反対姿勢を強調。消
費増税は大企業に実質的な負担がなく、その一方で
国民負担増が年間１３兆円を超えるとの見通しを示
し、また、「医療機関の損税も倍増し、地域医療の崩
壊に拍車を掛けることになる」と懸念を表明した。
　その上で▽「社会保障制度改革推進」法案は廃案
とし、国民共通番号制度を導入しない▽消費税増税
法案を廃案とする。医療と生活必需品への消費税ゼ
ロ税率を適用する―などの要求事項を挙げた。
（６/２６MEDIFAXより）

衆院採決に抗議「参院で断固廃案を」／保団連
　保団連は６月２６日、消費税増税関連法案と社会保
障制度改革推進法案が衆院本会議で可決されたこと
を受け、衆院での採決強行に抗議し、参院での廃案
を求める声明を出した。保団連は「参院での廃案に
向けて引き続き、全国の保険医協会、保険医会が一
丸となって、患者、国民と共同して全力で闘い抜く」
としている。（６/２７MEDIFAXより）

日日　医医
１３年度予算概算要求へ要望を公表／日医、ま
ず医療復興を
　日本医師会は６月２７日の会見で、２０１３年度予算の
概算要求に向けた要望事項を公表した。東日本大震
災を含めた災害対策を第一とし１３項目にまとめた。

三上裕司常任理事は６月２６日に行った厚生労働省へ
の説明を皮切りに関係省庁へ要望を説明するとし
た。
　東日本大震災対策では被災地の医療復興に向けた
基金の積み増しや、原発事故による避難や復旧工事
などによって人口が急増した地域の医療提供体制の
整備を求めた。全国的な災害対策での要望は、医療
機関の防災対策向け基金の創設や日医災害医療チー
ム（ＪＭＡＴ）編成への補助など１０項目に及んだ。
　医療提供体制の分野では、死亡時画像診断（Ａｉ）
に関係する予算措置の拡充を求めたほか、日本医療
安全調査機構が行っている「診療行為に関連した死
亡の調査分析モデル事業」への補助金増額も求めた。
　勤務医対策では、医師事務作業補助者の設置・充
実を要望。医療メディエーター養成の充実も盛り込
んだ。女性医師対策には女性産業医らの配置の推進
や医学生のキャリア教育の推進などを新たに要望し
た。
　看護師等養成所などに対する支援の充実では、養
成所の運営費補助基準額の増額と国庫補助率の引き
上げを求めた。
　医療保険制度への財政措置では、現役世代の患者
負担を２割とし、７０－７４歳の患者負担も１割へ改正
するよう要望した。義務教育修了前までは負担なし
とすることも盛り込んだ。
　医学教育では、医学部定員の増加を受けて教員の
定員増も必要不可欠とし、さらなる予算配分を求め
た。（６/２８MEDIFAXより）

四病四病協協
２０２５年の医療提供体制改革案を検討へ／四病
協総合部会
　四病院団体協議会は６月２７日、総合部会を開き、
２０２５年の社会保障・税一体改革を見据え医療提供体
制の在り方を医療現場から提言していくため「医療
制度委員会」を再開させる方針を決めた。当番団体
の全日本病院協会の西澤寛俊会長は総合部会終了後
の会見で「社会保障改革で提案されている改革シナ
リオの検証だけでなく、医療の機能分化を進めてい
く場合の病床数、人員配置、平均在院日数などにつ
いて、これまで集積されたデータなどを活用しなが
ら取りまとめ、提案していきたい」と述べた。
　特に、医療は地域特性が強いことを考慮しながら
検討を進めたいとした。２０２５年の改革シナリオをめ
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ぐっては、「高度急性期」の平均在院日数が１５－１６日
を想定しているのに対して「一般急性期」が９日程
度となっており、医療現場を運用していくことがで
きないとの声が上がっていた。
　６月２６日の衆院本会議で消費税法改正案が可決さ
れたことに対しては「社会保障の財源として消費税
率アップは必要だと考えるが、手段であるべき消費
増税が目的になったことは決定プロセスとしては遺
憾だ。医療における消費税が非課税であることは矛
盾だらけであり、課税の必要性を今後も打ち出して
いきたい」と述べた。
●「医療安全対策委員会」新設、医療事故調査など
検討

　四病協は「医療安全対策委員会」を新設すること
も決めた。各団体がこれまで検討してきた医療事故
調査や死因究明に伴う再発防止、免責を含めた責任
の在り方などについて擦り合わせ、四病協として一
本化していく考えだ。（６/２８MEDIFAXより）

 

介護給付費、前年度比５.６％増で７兆円超／１０
年度事業状況報告
　２０１０年度の介護給付費（利用者負担を除く）は前
年度比５.６％増（３８４３億円増）の７兆２５３６億円だった
ことが分かった。要介護認定者数は同４.５％増（２２万
人増）の５０６万人、１カ月平均の介護サービス受給者
数は同５.０％増（１９万人増）の４１３万人。６５歳以上の
第１号被保険者１人当たりの給付費は同４.９％増（１
万１６００円増）の２４万９０００円だった。厚生労働省が６
月２９日に発表した１０年度の「介護保険事業状況報告
（年報）」で分かった。
　サービス別の１カ月平均の給付費は、居宅サービ
スが全体の５１.８％で２９５５億円と最も多く、次いで施
設サービスが同３９.０％の２２２５億円、地域密着型サー
ビスが同９.１％の５２０億円だった。
　第１号被保険者数は前年度比０.７％増（１９万人増）
の２９１０万人で、うち４９.１％を占める１４２８万人（３.７％
増、同５１万人増）が７５歳以上の後期高齢者だった。
第１号被保険者の要介護認定率は１６.９％（０.６２ポイン
ト増）で、うち要支援１－要介護２の軽度者は１０.５％
（０.６ポイント増）、要介護３－５の重度者は６.４％（０.１

ポイント増）。第１号被保険者で要介護認定を受けて
いる８６.９％（４２７万人）が後期高齢者で、１３.１％（６４
万人）が前期高齢者。
　第１号被保険者の保険料収納額は１兆３９３８億円
（０.９％増）、保険料収納率は９８.５％（０.１２ポイント増）
となった。
　介護給付費が市町村の見込みを上回った場合など
に必要額を取り崩すことができる介護給付費準備基
金を保有している保険者は１４９３保険者（前年度比５
保険者減）で、積み立て金額の合計は３９６２億円（同
４６２億円減）だった。介護保険の保険者は全部で１５８０。
　１０年度の同年報は、東日本大震災の影響で集計が
間に合わなかった福島県の５町１村（広野町、楢葉
町、富岡町、川内村、双葉町、新地町）を除いて集
計。前年度比の計算は同５町１村を除いた値で算出
した。（７/２MEDIFAXより）

割合３０％近くに、２つの医師調査とも／一般
名処方
　６月発表された２つの医師調査で、一般名処方を
行っている医師の割合がともに３０％近くに上ってい
ることが分かった。一般名処方は２０１２年４月の診療
報酬改定で「一般名処方加算」（２点）が新設された
のを機に全国で急増している。
　医薬品市場調査会社のエス・マックス（東京都）
が６月１９日発表した「院外処方せん記載に関する医
師調査」では、「全て一般名で記載した処方せん」と
「一般名と銘柄名を混在して記載した処方せん」を合
わせた割合が２９.７％となった。１９床以下の診療所医
師と２０床以上の病院医師を比較したところ、診療所
医師は一般名処方を行っている割合が４９.０％だった
のに対し、病院医師は１２.９％と、病院より診療所で
一般名処方が先行している様子がうかがえた。
　また、「銘柄記載で変更不可にチェックを入れた薬
剤名（記述）」で記入薬剤を領域単位で集計したとこ
ろ、「消化器」「高血圧」「呼吸器」の上位３領域が
４６.４％を占めた。同調査は１２年５月、５６０人の医師に
行った。
　一方、総合医療メディアのＱＬｉｆｅ（キューラ
イフ、東京都）が６月１８日発表した後発医薬品に関
する医師調査でも、３割近くの医師が一般名処方を
行っていた。後発品に関する普段の処方方針を尋ね
たところ、「一般名処方をした上で、後発品の銘柄ま
で希望をする」（９.４％）と「一般名処方をし、後発
品への変更は薬局（薬剤師）に任せる」（２０.２％）を
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合わせた割合が２９.６％になった。「先発品名で処方し
ているが、後発品の処方は禁止していない」は
５５.２％、「先発品名で処方しており、後発品の処方は
不可にする」は１５.２％だった。
　同調査は１２年６月、全国の医師を対象に行い、８０２
人から有効回答を得た。（６/２２MEDIFAXより）

一般名処方、３割の医療機関が導入／薬経連
調査
　保険薬局経営者連合会（薬経連）は７月１日、会
員を対象に実施した「一般名処方」に関するアンケ
ート調査の結果を発表した。一般名処方を導入した
医療機関は全体の約３割で、その８割近くが開業医
だった。
　調査は５月２８日から３営業日の処方箋について一
般名処方の状況を調べた。回答薬局数は５３薬局。そ
れによると、調査した薬局は合計７９９施設から処方箋
を応需。そのうち、一般名で処方した医療機関は２４４
施設で、全体の３０.５％だった。内訳を見ると、開業医
が７７％と圧倒的に多く、病院は１６.４％にとどまった。
　回答のあった薬局が受け付けた処方箋枚数は合計
１万２５０４枚。このうち一般名処方が含まれている処
方箋は３７２６枚で、全体の２９.８％を占めた。一般名処
方のうち、５８.２％は後発医薬品で調剤されたものの、
４１.８％は先発医薬品で調剤されていた。
　一般名処方導入後の後発品割合も調べたところ、
平均的な薬局では３月の２８.３０％が５月には３２.８０％
に高まった。最も使用割合が低かった薬局では、３
月の７.４８％が５月には１６.１２％に上昇する一方、最も
高かった薬局では６１.５０％から６２.５０％に上昇するに
とどまった。（７/４MEDIFAXより）

特養の内部留保、施設規模でばらつき／財務
省が調査
　財務省は７月３日、特別養護老人ホームの内部留
保額は施設ごとに大きくばらついており、内部留保
が多額の施設ほど「利用者負担軽減事業」の実施率
が低いとの調査結果をまとめた。入居者の要介護度
の差や施設規模による収支差・内部留保額の違いを
分析するよう厚生労働省に求めている。
　調査結果は、予算の見直しや執行の効率化につな
げるために財務省が毎年実施している「２０１２年度予
算執行調査」の一つとして公表した。調査は各省庁
の事業など７５件を対象に実施しており、財務省は調
査が終了した５０件を公表した。

　特養の内部留保については、厚労省が１０８７施設を
対象に行った１１年の調査結果がある。留保総額が
３３４６億円で、１施設平均３億円に達するというもの
だ。しかし同調査は平均値を示すにとどめていたこ
とから、財務省は詳細に実態を把握する財務状況調
査を実施。厚労省が調査した１０８７施設を対象に留保
額と施設規模の関係などを調べた。
　調査結果によると、内部留保額が多い上位５％の
５４施設では１施設平均１３.５億円の内部留保があり、
総額（３３４６億円）の２２％（７２７億円）を占めた。上位
１０％（１０９施設）の平均は１０.５億円で、総額の３４％
（１１４９億円）だった。
　一方、内部留保が少ない下位３０％（３２６施設）の１
施設平均額は０.２５億円で総額の２％（８１億円）にす
ぎず、内部留保がゼロやマイナスの施設も全体の
８.５％（９２施設）あり、内部留保額には大きなばらつ
きがあることが分かった。
　規模別（入居者定員数別）の内部留保額も調査し
た。１００人以上の施設では１施設平均５.６億円、３０－
９９人で２.６億円、２９人以下で１.０億円だった。入居者１
人当たりの平均で見ても、１００人以上の施設は０.０４８
億円、２９人以下は０.０３７億円と、大規模施設の方が多
額の内部留保を有していた。
　内部留保額と「生活困窮者等に対する利用者負担
額軽減事業」の実施状況も調べた。同事業は、特養
を運営する社会福祉法人が利用者の自己負担額を軽
減する事業で、全国実施率は７０.８％。調査では、留
保額が大きい上位３０施設の実施率は６２.１％、下位３０
施設は７３.１％と、内部留保額が大きい施設ほど実施
率が低かった。
　このほか「内部留保額上位の施設には多額の有価
証券を保有している施設がある」「会計処理が不適切
と見受けられる施設も散見される」とも指摘。財務
省はこうした調査結果から、施設規模や施設入居者
の要介護度差による収支差・内部留保額の違いと、
その要因分析をすべきと提言した。社会福祉法人の
財務諸表はホームページでの公表を義務付けるなど
して、透明性・公正性を高めるべきとも指摘した。
（７/４MEDIFAXより）
 

 

　記事文末に（MEDIFAXより）と記載しているものは、 
契約に基づき株式会社じほう発行の「MEDIFAX」より転
載・一部改変を許諾されたものです。 
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第１５７号２６

　橋下徹大阪市長の言説・行動を
見ると、一方で既視感が強くあり、
他方である種の「新鮮さ」を感じ
ます。どうしてでしょう？
　橋下氏が政治の舞台で華々しい
「実績」をあげたのは大阪府政です
が、これは石原慎太郎氏が東京で
やったことのまねごとにすぎませ
ん。石原氏は、就任直後から都財
政破綻を強調し、福祉関係財政の
大胆な削減、公務員リストラに手
をつけ、その分を多国籍企業の拠
点づくりのための大型開発に投入
しました。また、学校現場への日
の丸・君が代の強制をテコに、東
京の教育改革を強行しました。そ
して、日の丸・君が代強制を、格
差と選別の教育改革を強行する決
め手としての教職員統制の手段と
してフルに使いました。
　橋下氏が府知事就任以降おこな
ってきた、財政危機を口実とした
福祉切り捨て、公務員削減攻撃、
教員基本条例をテコとした教職員
統制も、石原都政とウリふたつで
す。

 

　ところが、橋下氏が全国政治に
打って出る際には、別のモデルを
真似ています。小泉純一郎氏の政
治です。前回紹介した「維新八策」
で橋下氏が統治構造改革の目玉に
した政策―参議院廃止、首相公選
制など―は、小泉氏が、すすまぬ
新自由主義改革強行の奇策として
掲げた方針でした。それだけでな
く、橋下氏が掲げている新自由主
義急進路線の全体系は、小泉政権
期にほぼ出そろったもののリサイ
クルにすぎません。また橋下氏が
「大阪都構想」を掲げ、これ１本で
府市ダブル選挙に臨み大勝を博し
たやり方も、小泉「郵政民営化」
選挙の猿真似です。

　しかし、橋下氏が石原・小泉両
氏の「二番煎じ」というと、ちょ
っと違うのでは？　と思われる方
も少なくないのではないでしょう
か。２人と違って、橋下氏は反原
発で売り出したり、消費税引き上
げに消極だったり、必ずしも新自
由主義政策に忠実というわけでも
ないように見えるからです。石
原・小泉両氏もいわれたことはあ
りますが、橋下氏が特段「ポピュ
リスト」呼ばわりされ、保守の論
壇からは「橋下は保守ではない」
と政策のいい加減さを糾弾される
のは、橋下氏のこうした政策のた
めです。
　しかし、じつはこの点でも橋下
氏の「師匠」はいるのです。小沢
一郎氏です。小沢氏は、１９９３年
『日本改造計画』でいち早く新自由
主義改革を訴え、消費税１０％への
引き上げを主張したにもかかわら
ず、民主党代表となった０７年マニ
フェストでは、消費税は逆進的で
あるとして引き上げ凍結を掲げ、
野田政権の現在でも党内で消費税
引き上げ反対派の親分となってい
ます。
　小沢氏のねらいは、個々の新自
由主義政策そのものではなく、新
自由主義政策を強力に遂行できる
強力な政治体制、つまり、保守二
大政党体制づくりのためにあると
いえます。だから、消費税引き上
げについての１８０度転換のような
変節も、保守二大政党の片われで
ある民主党を選挙で勝たせるため
には何のやましさもないのです。
橋下氏のパフォーマンスにも、そ
れがあるのは明らかです。橋下氏
が全国政治でやりたいことは、「維
新八策」から見るかぎり、新自由
主義の個々の政策というより、改
革を推進する強い決断の政治のよ
うに見うけられます。「維新八策」

[一橋大学名誉教授]

渡辺  治
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撃し分断する。もう１つは、国民
投票型権威主義とでもいうべき
手法です。「参加による同意」の
調達です。選挙で勝って「白紙委
任」を取り付けたとして新自由主
義を強行するやり方です。
　この２つの手法を天性身につ
けて、橋下氏はいま全国政治に打
って出ようとしています。野田政
権のもと、一歩もすすまない新自
由主義にあせる支配階級も、危険
を承知で橋下氏にかけてみよう
かという気持ちに傾いています。
ちょうどあの小泉氏が出てきた
ときとよく似ています。ただし、
マルクスもいうように、１度目は
悲劇として、２度目は茶番として
――。

自由主義に回帰させはしたもの
の、消費税引き上げもＴＰＰも原
発再稼働もなかなかすすまない。
こうしたことに苛立つ支配階級
の要望に応えて登場しようとし
ているのが橋下氏です。
　橋下氏が相手にしているのは、
新自由主義の痛みを身をもって
経験した人々です。もともと新自
由主義の政治は、福祉国家の政治
とも企業社会の政治とも違って
再分配の政治を切り捨てていま
すから、統合力も弱いしその幅も
せまい。したがって統合のやり方
は不安定なものにならざるをえ
ないのですが、後期新自由主義の
段階ではそれが昂進せざるをえ
ません。橋下氏は、こうした後期
新自由主義の政治家の申し子の
ような人格をもっています。
　橋下氏は、本能的に新自由主義
の２つの手法を駆使しています。
ここに彼の新鮮さもあるのです。
１つはねたみの組織化による分
断の政治です。新自由主義は、そ
の被害者を相互に対立させるこ
とで矛盾の爆発を抑えようとし
ますが、橋下氏はこの「天才」で
す。非正規労働者から正規労働者
を、民間労働者から公務労働者を、
現役の若者から高齢者を、ワーキ
ングプア層から生活保護受給者
を、消費者から生産者をというか
たちで、前者の立場から後者を攻

の改憲案に９条改憲が入っていな
いことを右から論難された橋下氏
が答えたのは、こうでした。「維新
の会の政治哲学は決定できるシス
テム論⇒憲法９６条の改正がないか
ぎり、どんな憲法改正案を論じて
も絵に描いた餅⇒まずは決定でき
る仕組みをつくってから、その後
実体的な憲法改正案の議論をす
る」。今必要なのは「決定できる政
治」、つまり、新自由主義改革強行
体制づくりだ、菅政権も野田政権
もできないが、オレならやってみ
せるというのが橋下氏の考えなの
です。ですから、権力をつかむた
めには府民の強い支持が不可欠と
なれば、少々財界が困ろうが反原
発の旗を高く掲げる。しかし全国
政治に打って出るとなれば、原発
反対のままではすみません。自分
は、全国政治にも責任をもてると
いうメッセージが、大飯原発再稼
働容認という変節に現れたのです。
　橋下氏がモデルにした石原・小
泉・小沢という３人の政治家は、
対照的といってよいほどの性格の
違いがあるにもかかわらず、共通
している点があります。それは、
３人ともに―それに当の橋下氏も
加え―確信をもった新自由主義者
だという点です。

 

　では、橋下氏のもっている「新
鮮さ」とは何か？　それは、彼が
真似した政治家たちとの時代の
相違からくるどぎつさにありま
す。諸先達と異なり、橋下氏が課
題としているのは、新自由主義改
革強行の結果、その矛盾が爆発し、
一時停止を余儀なくされた新自
由主義の再起動です。新自由主義
の矛盾に対して起きた反貧困運
動などの力によって政権交代が
なされた。その後民主党政権を新

クレスコ編集委員会・全日本教職員組合編集
月刊『クレスコ』７月号より転載（大月書店発行）

わたなべ・おさむ
１９４７年生まれ。専門は政治学、憲法、日本近代政治史。
著書に『新自由主義か新福祉国家か―民主党政権下の日
本の行方』（共著、旬報社）、『憲法９条と２５条・その力
と可能性』（かもがわ出版）、『構造改革政治の時代―小
泉政権論』（花伝社）、『憲法「改正」―軍事大国化・構
造改革から改憲へ』、『安倍政権論―新自由主義から新保
守主義へ』（旬報社）ほか多数。
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資料1
社会保障制度改革推進法案

　民主、自民、公明３党が議員立法で国会に共同提出した法案。社会保障・税一体改革関連の３党修正協議で合意した内容
で、自民党案をベースに今後の社会保障制度改革の基本方針や社会保障制度改革国民会議の設置を記した。基本的考えで
「自助、共助、公助」論に家族・国民相互の助け合いを強調するなど、新自由主義的改革路線による社会保障改革の推進を
鮮明にしたもの。

■ 提出時法律案　２０１２年６月２０日 ■
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/houan/suishin.pdf
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資料2
一般病床の機能分化の推進についての整理

　一般病床の機能分化について「急性期医療に関する作業グループ」の検討結果を部会として了承。①医療機関は自ら、提
供する機能を選択する②医療機関は選択した機能を都道府県に報告する③都道府県・医療機関は選択・報告した機能を患者・
国民に分かりやすく情報公開する―という仕組み。

■ 社会保障審議会医療部会　２０１２年６月２８日 ■
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２０１２年度（平成２４年度）第１回　２０１２年６月１２日
Ⅰ．各部会よりの文書報告の確認
【総務部会】
１．前回理事会（５月22日）要録と決定事項の確認
２．週間行事予定表の確認
３．保団連12～13年度第１回全国事務局長会議（５
月21日）状況

４．新規開業会員訪問（５月25日）状況の件
５．保険医協会事務局職員旅行（５月26日～27日）

状況
【経営部会】
１．保団連近畿ブロック共済担当事務局交流会（４

月27日）状況
２．金融共済委員会（５月23日）状況
３．年金普及会員訪問状況
４．新規開業予定者のための講習会（５月19日）状

況
【医療安全対策部会】
１．医療事故案件調査委員会（５月25日）状況
２．医療事故案件調査委員との懇談会（５月26日）

状況
３．医師賠償責任保険処理室会（５月28日）状況
４．第280回関西医事法研究会（６月２日）状況
【政策部会】
１．ミシェル・フェルネクス氏との懇談会（５月17

日）状況
２．関東からの避難者とミシェル・フェルネクス氏

との懇談（５月18日）状況
３．出版編集会議（５月24日）状況
４．保団連政策部会（５月26・27日）状況
５．近畿反核医師懇談会事務局会議（６月４日）状

況
【保険部会】
１．保団連2011年度第３回再診料アンケートの実施
に向けた検討委員会（５月10日）状況

２．保団連病院・有床診対策部会事務局小委員会（５
月12日）状況

３．保険講習会Ｂ（５月16日）状況
４．リハビリ新点数運用検討会（５月19日）状況
５．第６回医事担当者連絡会議（５月24日）状況
６．第644回社会保険研究会（５月26日）状況
７．第１回 保団連医科社保・審査対策部会（５月27

日）状況

８．保団連『届出医療の活用と留意点』編集作業
（５月28～31日）状況

Ⅱ．確認・承認事項
【総務部会】
１．2011年度４月分収支月計表報告状況確認の件
２．2012年度会費免除者の一括承認の件
３．協会事務局労組から提出のあった「賃金等に関

する要求書」について
４．総務部会（６月５日）状況確認の件
５．会費２年間滞納者への退会勧告の件
６．５月度会員増減状況確認の件
７．会員入退会及び異動（５月22日～６月12日）に
関する承認の件

【経営部会】
１．第３回保団連共済部会（５月27日）状況確認の

件
２．経営部会（６月５日）状況確認の件
３．消費税増税の中止と医療への「ゼロ税率」適用

を求める会員署名提出状況
【医療安全対策部会】
１．医療安全対策部会（６月５日）状況確認の件
【政策部会】
１．保団連12～13年度第４回理事会（５月20日）状
況確認の件

２．政策部会（６月５日）状況確認の件
３．第10回ＩＣＴ検討委員会（５月25日）状況確認
の件

４．メディペーパー京都第155号・京都保険医新聞
（第2823号）合評の件

【保険部会】
１．保団連2012年度第１回病院・有床診対策部会（５
月13日）状況確認の件

２．保険部会（６月５日・８日）状況確認の件
Ⅲ．開催・出席確認事項
【総務部会】
１．定期総会懇親会・演奏者との打ち合わせ会開催

の件
２．正・副議長との打ち合わせ会開催の件
【政策部会】
１．第42回保団連夏季セミナー出席確認の件
【保険部会】
１．京都府・京都市生活保護医療連絡協議会事務打

ち合わせ出席の件
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Ⅳ．医療政策関連情勢
１．医療・社会保障をめぐるこの間の動き
Ⅴ．診療報酬関連情報
１．2012年４月度国保合同審査委員会（４月20日）
状況報告の件

２．中医協第225回総会・第１回費用対効果評価専門
部会（５月23日）概要報告の件

Ⅵ．特別討議
１．総会関連議事検討の件
Ⅶ．その他
１．旧京都府医師会館跡地に関する話題提供
　　≪以上、２６件の議事を承認≫

２０１２年度（平成２４年度）第２回　２０１２年６月１９日
Ⅰ．各部会よりの文書報告の確認
【総務部会】
１．前回理事会（６月12日）要録と決定事項の確認
２．週間行事予定表の確認
３．総会懇親会演奏者との打ち合わせ（６月12日）

状況
【経営部会】
１．年金普及会員訪問状況
【保険部会】
１．保団連『保険診療の手引2012年４月版』役員編
集会議（６月９～10日）状況

Ⅱ．確認・承認事項
【総務部会】
１．会員入退会及び異動（６月12日～６月19日）に
関する承認の件

【政策部会】
１．九条の会アピールを支持する京都医療人の会・

市民公開講演会（６月９日）状況確認の件
２．九条の会アピールを支持する京都医療人の会・

第５回総会（６月９日）状況確認の件
３．京都保険医新聞（第2824号）合評の件
Ⅲ．開催・出席確認事項
【総務部会】
１．７月中の会合等諸行事及び出席者確認の件
２．各部会開催の件
【医療安全対策部会】
１．医療機関側との懇談開催の件
【政策部会】
１．第57回京都母親大会・分科会への助言者派遣の
件

２．保団連近畿ブロック公害環境視察会出席の件

【保険部会】
１．『在宅医療点数の手引』事務局打ち合わせ（電話

会議）出席の件
２．医事担当者勉強会開催の件
３．保団連近畿ブロック厚生局管内社保担当者事務

局会議出席の件
Ⅳ．診療報酬関連情報
１．保険審査通信検討委員会（６月８日）状況確認

の件
Ⅴ．医療政策関連情勢
１．医療・社会保障をめぐるこの間の動きについて
Ⅵ．特別討議
１．総会関連議事検討の件
Ⅶ．その他
１．理事者申し合わせ事項について
　　≪以上、１６件の議事を承認≫

２０１２年度（平成２４年度）第３回　２０１２年７月３日
Ⅰ．各部会よりの文書報告の確認
【総務部会】
１．前回理事会（６月19日）要録と決定事項の確認
２．週間行事予定表の確認
３．研修医訪問（６月13日）状況
４．ジャズを楽しむ会（６月16日）状況
５．未入会開業会員訪問（６月21日）状況
【経営部会】
１．年金普及会員訪問（６月18日）状況
２．金融共済委員会（６月20日）状況
３．保団連全国経税担当者会議（６月25日）状況
【医療安全対策部会】
１．医療機関側との懇談（６月19日）状況
２．法律相談室（６月21日）状況
３．医療事故案件調査委員会（６月22日）状況
４．医師賠償責任保険処理室会（６月25日）状況
【政策部会】
１．第39回医療研究全国集会in京都（６月15～17日）
状況

２．保団連近畿ブロック会議（６月度本会議）（６月
16日）状況

３．出版編集会議（６月21日）状況
４．第２回反核京都医師の会世話人会（６月21日）

状況
【保険部会】
１．保険講習会Ａ（６月21日）状況
Ⅱ．確認・承認事項
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【総務部会】
１．2012年度第１回正副理事長会議（６月14日）状
況確認の件

２．会員入退会及び異動（６月19日～７月３日）に
関する承認の件

【政策部会】
１．メディペーパー京都第156号（第2825号）合評の件
Ⅲ．開催・出席確認事項
【経営部会】
１．保団連経税担当事務局小委員会への出席の件
【政策部会】
１．社会保障・税一体改革学習会講師派遣の件
２．医療者からみたＴＰＰ問題書籍発行のための編

集会議開催の件
Ⅳ．医療政策関連情勢
１．医療・社会保障をめぐるこの間の動き
Ⅴ．診療報酬関連情報
１．2012年５月度国保合同審査委員会（５月23日）
状況確認の件

Ⅵ．特別討議
１．会計監査（６月21日）状況確認の件
２．財政検討会議（６月26日）状況確認の件
３．2011年度決算報告・2012年度予算書（案）の確
認の件

Ⅵ．その他
１．弔意へのお礼
　　≪以上、１２件の議事を承認≫

２０１２年度（平成２４年度）第３回　２０１２年７月１０日
Ⅰ．各部会よりの文書報告の確認
【総務部会】
１．前回理事会（７月３日）要録と決定事項の確認
２．週間行事予定表の確認
【保険部会】
１．保団連『在宅医療点数の手引』事務局打ち合わ

せ（電話会議）（６月27日）状況
２．第１回医事担当者連絡会議（６月28日）状況
３．保団連『届出医療の活用と留意点』編集会議
（７月１日）状況

４．保団連『届出医療の活用と留意点』編集作業
（７月１～３日）状況

Ⅱ．確認・承認事項
【総務部会】
１．総務部会（７月３日）状況確認の件
２．６月度会員増減状況確認の件

３．会員入退会及び異動（７月３日～７月10日）に
関する承認の件

【経営部会】
１．経営部会（７月３日）状況確認の件
【医療安全対策部会】
１．医療安全対策部会（７月３日）状況確認の件
【政策部会】
１．保団連12～13年度第５回理事会（６月23日）状
況確認の件

２．12～13年度保団連第１回代議員会（６月24日）
状況確認の件

３．第48回医療制度検討委員会（６月27日）状況確
認の件

４．政策部会（７月３日）状況確認の件
５．京都保険医新聞（第2826号）合評の件
【保険部会】
１．京都府・京都市生活保護医療連絡協議会事務打

ち合わせ状況確認の件
２．「栄養管理体制」実施に係る学習会（６月30日）

状況確認の件
Ⅲ．開催・出席確認事項
【医療安全対策部会】
１．医療機関側との懇談開催の件
２．ＮＰＯ法人医療制度検討会による公開討論会へ

の出席の件
【政策部会】
１．「人体の不思議展」民事訴訟判決に関する報告交

流集会開催の件
Ⅴ．医療政策関連情勢
１．医療・社会保障をめぐるこの間の動き
Ⅳ．診療報酬関連情報
１．「管理栄養士配置に係るアンケート」集計結果
２．中医協概要報告の件
３．突合点検及び縦覧点検による審査結果（2012年
３月審査分）報告の件

Ⅵ．特別討議（２時４０分～４時　８０分）
１．決議（案）
２．「医療を破壊するＴＰＰ　韓米ＦＴＡに学んだ医

療者からのレポート」
≪以上、２０件の議事を承認、１件の議事が継続
審議≫
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  新規開業医向け    

日　時　8月30日（木）　午後２時～４時
場　所　京都府保険医協会　応接室 

内　容　①保険診療基礎知識　  ②レセプト審査

対　象　新規開業前後の医師、従業員の方

　　　　（新規開業の先生でなくても、日常診療整備の目的でご参加ください）

　＊資料準備の都合上、前日までにお電話にてお申し込み下さい。（保険部会 緯075-212-8877）

　＊次月（保険講習会Ｂ）は新規個別指導、医療法立入検査対策がテーマです。

「 保険講習会  ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ」のご案内

8月の無料相談日

担当＝坂本建築士８月８日（水）午後２時～建 築 士
担当＝本宮社会保険労務士８月１４日（火）午後２時～雇 用 管 理
担当＝三井生命ＦＣ
　　　（ファイナンシャルコンサルタント）８月１４日（火）午後１時～ファイナンシャルプランナー
担当＝莇弁護士８月２３日（木）午後２時～法 律
担当＝花山税理士８月２２日（水）午後２時～税 理 士

専門家が無料でご相談に応じます（３０分間）。協会事務局へお申込み下さい。

８月のレセプト受取・締切

10日金
労
災

10日金9日木
基金
国保

◎◎○ 

※○は受付窓口設置日、 ◎は締切日。
　　受付時間：基金　午前９時～午後５時３０分
　　　　　　　国保　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　　　労災　午前９時～午後５時
※労災については、 ４月より締切を原則１０日としていますが、 
２０１２年９月までは、 経過措置期間として従来通り１２日まで受
け付けます。 

御池通

四条通

六角通

三条通

蛸薬師通

烏
丸
通

烏
丸
通

烏
丸
通
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講　師　古家医院　院長
　　　　京都消化器医会　副会長
　　　　社会保険診療報酬支払基金京都支部　審査委員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     古家 敬三 氏
日　時　9月29日（土）　午後２時～４時
場　所　京都府保険医協会 会議室 （P .3 8地図参照）
　　　　  （京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637　カーニープレイス四条烏丸６階）

※地下鉄四条駅、 阪急烏丸駅22番出口より北へ徒歩約３分。 
　地下鉄烏丸御池駅６番出口より南へ徒歩約３分

共　催　京都府保険医協会　 第一三共株式会社　 アストラゼネカ株式会社
　　※参加は無料、事前申込は不要です。
　　※日医生涯教育講座対象の研究会です。

ヘリコバクター・ピロリ除菌療法の
臨床的意義と保険適応について

＜古家先生からのメッセージ＞　
　最近H. pylori感染は胃・十二指腸潰瘍や胃癌のみならず、 多くの疾患の発症に関わっていることが明ら
かになってきました。 
　2009年にH. pylori感染の診断と治療に関するガイドラインが改訂され、 すべての関連疾患に除菌療法
が推奨され、 現在二次除菌まで保険適用が拡大されています。 今回H.pylori感染症についての最新の知見
をご紹介し、 実際の臨床にどのように応用されているか、 さらには保険診療上の留意点と対策についてお
話ししようと思います。 

第６４６第６４６回回
社会保社会保険険
研究研究会会

 中級コース

日　時　8月30日（木）　午後２時～４時
場　所　京都府保険医協会　ルームＡ～Ｃ （P .3 8地図参照）
内　容　仕事の進め方・仕事の管理の基本・個人の目標と組織の目標との調和、患者さんとのコミュ

ニケーションの取り方についてなど、ゲーム形式を取り入れて体験しながら楽しく学びます。
講　師　茂木 治子 氏（元日本航空客室乗務員）
定　員　60人
協　賛　有限会社アミス

医院・診療所 での 接遇マナー研修会
※大変ご好評をいただいている研修会です。お申し込みは協会事務局までお願いします。
　また、申込み後にキャンセルする場合もご連絡をお願いします。
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保険医協会 医師賠償責任保険医師賠償責任保険

◆ご加入のおすすご加入のおすすめめ

 ◆加入者カードをお届けしまし加入者カードをお届けしましたた
　加入者のみなさまに２０１２年度（２０１２年４月１日～２０１３年４月１日）の加入者カードを５月中旬にお
届けしています。記載内容に誤り等がある場合は、京都府保険医協会までご連絡をお願いします。

　医師にとって賠償責任への備えは必須です。保険医協会の保険は医師のみなさまからのニーズにお
応えして、多様な補償をご用意しています。
　万が一、医療事故が生じた時、患者さんとトラブルになった時などは、保険医協会の豊富な経験に
基づき、解決に向けて適切なアドバイスをさせていただきます。

    おすすめポインおすすめポイントト
☆ 賠償額の高騰化に対応し、最大２億円の補償を設定
☆ 建物や機器など管理上のミスによる事故にも対応
☆ 弁護士費用等は保険金額とは別にお支払い
☆ 刑事事件に関する弁護士・訴訟費用も補償〈個人契約・勤務医師包括（オプション）に自動付帯〉
☆ 保険料は  20％割引（団体割引適用）
☆ 保険料は年１回払い。２年目以降の手続きが不要（自動継続）
☆ いつでも加入、型変更が可能
☆ オプションが充実
　 　○勤務医や看護職等の個人責任を補償　　　　　○患者さんからの預かり品への補償
　 　○医療廃棄物の排出者責任の補償など

   詳細は京都府保険医協会までお問い合わせください。

ゴル フをたしなむ会員・ご家族のみなさま

ゴ ルファー保険 に ご加入ですか？

詳細は５月のメディパック（５月２１日発送）に同封の案内パンフレット（黄色の冊子）をご覧ください。
お問い合わせは京都府保険医協会まで。

○保険期間　８月５日から１年間（中途での加入も可能）
○会員のご家族も加入できます

こんな時に補償されますこんな時に補償されます！！
◆ゴルフプレー中に他人に損害を与えた時
◆ゴルフプレー中にご自身がケガをした時
◆ゴルフ用品に事故があった時
◆ホールインワン・アルバトロスを達成した時、など

保険料は
30％割引
でお得！
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